
証券コード：3387

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

開催
日時

開催
場所

第28期
定時株主総会

2025年５月28日(水曜日)
午前10時(開場午前９時)

東京都港区港南２丁目16番４号
品川グランドセントラルタワー３階
ザ・グランドホール

◎ご送付している書面は法令及び当社定款の規定に基づき一部の項目を除いております。頁番号、項番等は電子提供措置事項と同一のため
連番とならない場合がございます。

招集ご通知

決 議 事 項

第１号議案 定款の一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を

除く）７名選任の件
第３号議案 会計監査人選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を

除く）の報酬等の額改定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の

額改定の件

当日ご出席の株主の皆様へのお土産は、
予定しておりません。

何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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証券コード 3387
2025年５月13日

（電子提供措置の開始日 2025年５月２日）
株 主 各 位

東京都品川区東五反田五丁目10番18号
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

代表取締役社長 川 井 潤
第28期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第28期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第28期定

時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセス
の上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト
https://www.createrestaurants.com/ir/stock/meeting/

また、電子提供措置事項は、上記当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載
しております。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）また
は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、ご確認くださいますようお願
い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、インターネット等またはご郵送により事前に議決権を行使される場合、2025年５月27日（火曜日）午
後６時までに議決権を行使いただきたくお願い申し上げます。（２頁、３頁に記載の「議決権行使についてのご
案内」も併せてご覧ください）

敬 具
記

１. 日 時 2025年５月28日（水曜日）午前10時（開場午前９時）
２. 場 所 東京都港区港南２丁目16番４号

品川グランドセントラルタワー３階 ザ・グランドホール
３. 目的事項

報 告 事 項 １. 第28期（2024年３月１日から2025年２月28日まで）事業報告、連結計算書類
並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第28期（2024年３月１日から2025年２月28日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 定款の一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
第３号議案 会計監査人選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

以 上
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
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以下４つの方法がございます。後記の株主総会参考書類をご検討の上、①〜④いずれかの方法にて議決権を行使
いただきますようお願い申し上げます。

①「スマート行使」により
議決権を行使される方

行使期限
2025年５月27日（火曜日）
午後６時入力完了分まで

同封の議決権行使書用紙の右下『スマー
トフォン用議決権行使ウェブサイトログ
インQRコード』をスマートフォンまた
はタブレット端末で読み取り、画面の案
内に従って議案に対する賛否をご入力く
ださい。

②議決権行使ウェブサイトより
議決権を行使される方

行使期限
2025年５月27日（火曜日）
午後６時入力完了分まで

パソコンまたはスマートフォンから議決権
行使ウェブサイト（https://www.web54.net）
にアクセスし、同封の議決権行使書用紙
に記載された「議決権行使コード」及び
「パスワード」をご入力いただき、画面
の案内に従って議案に対する賛否をご入
力ください。

③書面の郵送により
議決権を行使される方

行使期限
2025年５月27日（火曜日）

午後６時到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する
賛否をご表示いただき、ご返送くださ
い。議決権行使書面において、議案に賛
否の表示がない場合は、賛成の意思表示
をされたものとして取り扱わせていただ
きます。

▶スマート行使または議決権行使ウェブサイトより議決権を行使される場合の注意点
・パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報ですので、大切にお取り扱いく
ださい。

・プロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金は株主様のご負担となります。
・議決権行使書の郵送とインターネット等による方法の双方で議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権の行
使を有効とさせていただきます。

・インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

④株主総会にご出席される方
株主総会開催日時

2025年５月28日（水曜日）
午前10時

株主総会開催場所
東京都港区港南２丁目16番４号
品川グランドセントラルタワー３階

ザ・グランドホール

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申し上げます。
・株主様ではない代理人及び同伴の方等、議決権
を行使することができる株主様以外の方はご入
場いただけませんので、ご注意ください。

・株主総会会場内での写真撮影・録画・録音につ
いては、禁止とさせていただいておりますので、
ご協力いただきますようお願い申し上げます。
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「スマート行使」による
議決権行使方法

議決権行使ウェブサイトによる
議決権行使方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」と実際にご使用になる
新しいパスワードを入力し、「登録」を
クリックしてください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。「議決権行使コード」をご入力ください。

2
以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「パスワード」を入力

「新しいパスワード」
を入力

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「次へすすむ」を
クリック

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン
の上、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォンの
操作方法等がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
：0120－652－031（受付時間 午前９時～午後９時）

機関投資家の皆様へ
株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご
利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームに
より議決権をご行使いただけます。

インターネット等による議決権行使のご案内

3

2025年04月21日 18時29分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



株主総会参考書類
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議案及び参考事項
第１号議案 定款の一部変更の件

１．変更の理由
（１）当社グループの将来の事業展開に備えることを目的として、現行定款第２条（目的）について下表のとお

り変更するものであります。
（２）今後の事業拡大とコーポレートガバナンスの一層の強化に対応することを目的として、現行定款第18条

（取締役の員数）について下表のとおり変更するものであります。
２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更案
（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１．ビール、発泡酒の製造、販売
２．飲食店の経営
３．酒類の販売
４．前各号に付帯する一切の業務

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１．飲食店の経営
２．食料品（米穀類、塩、酒類を含む）、日用品、衣料品等

の企画、製造、販売（通信販売を含む）及び輸出入
３．フランチャイズチェーンシステムによる店舗経営、加盟

店募集及び加盟店指導
４．各種催事の企画立案及び運営
５．建築、土木工事の設計、施工及び請負
６．不動産（駐車場、貸店舗を含む）の賃貸及び管理
７．店舗用設備、什器備品等の販売及び賃貸
８．商標権等の無体財産権の保有、管理及び運用
９．シェアードサービスの提供
10．購買、物流の企画及びサービスの提供
11．マーケティングの企画及びサービスの提供
12．ソフトウェアの企画、開発、販売及び保守点検
13．人材派遣業及び有料職業紹介業
14．前各号にかかる経営技術指導、コンサルティング及び

受託
15．前各号に掲げる事業を営む国内外の会社その他の法人

等の株式または持分を保有することによる、当該法人等
の事業活動支配、管理または支援（当該法人等の経営管
理及び事業運営に関する業務の一部の受託を含む）

16．前各号に付帯する一切の業務

（取締役の員数）
第18条 当会社の取締役（監査等委員である者を除く。）
は、９名以内とする。
２ 当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。

（取締役の員数）
第18条 当会社の取締役（監査等委員である者を除く。）
は、10名以内とする。
２ 当会社の監査等委員である取締役は、６名以内とする。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）５名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。今後の

経営体制の強化を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く）２名を増員いたしたく、新たに取締役
（監査等委員である取締役を除く）７名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏名 現在の当社における地位及び担当 出席回数／取締役会

１ 再任
ご と う ひ と し

後藤 仁史 代表取締役会長 14回／14回
（100％）

２ 再任
か わ い じゅん

川井 潤
代表取締役社長
食の安全安心推進室、内部統制システム推進
室、グループ監査室、サステナビリティ推進
室及び社長室管掌

14回／14回
（100％）

３ 再任
しまむら あきら

島村 彰
常務取締役
商品部、マーケティング部、情報システム推
進室、DX推進室、店舗開発部及び店舗設計
管理部管掌

14回／14回
（100％）

４ 再任
おおうち げ ん た

大内 源太 取締役
CFO 兼 経理部及びIR部管掌

14回／14回
（100％）

５ 再任
お お の ひ と し

大野 仁之
取締役
経営企画部、海外事業部及び北米事業投資推
進部管掌

14回／14回
（100％）

６ 新任
もろずみ もとかつ

両角 元勝 執行役員
グループ事業会社統括部管掌

− 回／− 回
（ − ％）

７ 新任 社外
独立

ま つ い は る み

松井 晴美 − − 回／− 回
（ − ％）

（注）１．取締役候補者の後藤仁史氏が代表取締役を兼職する株式会社G＆Company（旧株式会社後藤国際商業研究所）は、当社の
議決権を41.25％保有する大株主であります。

２．その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
３．当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締

結しており、これにより、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を補填することとしており
ます。各候補者の再任または選任が承認可決された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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候補者番号

１
ご と う ひ と し

後藤 仁史 （1957年７月５日生）

再任

所有する当社の株式数

−株
取締役会への出席状況

14回/14回(100％)

■ 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1980年４月 旭化成ホームズ株式会社入社
1982年９月 株式会社徳壽入社、専務取締役に就任
1997年４月 当社の前身である株式会社ヨコス

カ・ブルーイング・カンパニーを
設立、代表取締役社長に就任

2001年５月 株式会社徳壽（旧徳壽クリエイテ
ィブサービス株式会社）代表取締
役に就任

2003年７月 当社代表取締役会長に就任（現任）
2008年８月 株式会社Ｇ＆Ｃｏｍｐａｎｙ（旧

株式会社後藤国際商業研究所）代
表取締役に就任（現任）

● 取締役候補者とした理由
後藤仁史氏は、創業当初より当社の経営に携わり、2003年より当社代表取締役会長として、当社グル
ープの企業価値の向上に向けて強いリーダーシップを発揮しております。経営者としての豊富な経験と
幅広い見識を有していることから、当社グループの企業価値向上と持続的な成長のために適切な人財と
判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

２
か わ い じゅん

川井 潤 （1963年10月７日生）

再任

所有する当社の株式数

1,840,000 株
取締役会への出席状況

14回/14回(100％)

■ 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1987年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会

社みずほ銀行）入行
2003年８月 当社入社、取締役管理本部長に就任
2004年６月 当社常務取締役管理本部長に就任
2006年５月 当社専務取締役管理グループ担当

に就任
2010年10月 当社専務取締役管理本部及び海外

営業本部担当に就任
2013年５月 ＳＦＰダイニング株式会社（現Ｓ

ＦＰホールディングス株式会社）
取締役に就任

2016年１月 当社専務取締役人事総務本部管掌
兼 管理本部長に就任

2019年５月 create restaurants asia Pte.
Ltd. Director（CEO）に就任

同 香港創造餐飲管理有限公司董事長
に就任

同 Create Restaurants NY Inc. CEO
に就任

2019年６月 当社専務取締役IR管掌 兼 海外事
業本部長に就任

2019年９月 Il Fornaio (America) LLC Director
に就任

2020年９月 当社専務取締役海外事業部及び財
務企画部管掌に就任

2021年５月 当社代表取締役社長に就任
同 食の安全安心推進室、内部統制シ

ステム推進室及びグループ監査室
管掌に就任

2023年７月 株式会社JK Planning代表取締役就
任（現任）

2024年３月 当社代表取締役社長食の安全安心
推進室、内部統制システム推進室、
グループ監査室、サステナビリテ
ィ推進室、クリエイト・ブラン
ド・ラボ、監査等委員会室及び社
長室管掌に就任

2024年９月 当社代表取締役社長食の安全安心
推進室、内部統制システム推進室、
グループ監査室、サステナビリテ
ィ推進室及び社長室管掌に就任
（現任）

● 取締役候補者とした理由
川井潤氏は、金融機関で培った豊富な経験をもとに、2003年より当社取締役として経営に携わり、こ
れまで管理本部の部門長、人事総務本部、海外事業部及び財務企画部の管掌を経て、2021年より当社
代表取締役社長として、当社グループの企業価値向上に向けて強いリーダーシップを発揮しておりま
す。豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有していることから、当社グループの企業価値向上と
持続的な成長のために適切な人財と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

３
し ま む ら あきら

島村 彰 （1969年11月６日生）

再任

所有する当社の株式数

155,000 株
取締役会への出席状況

14回/14回(100％)

■ 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1993年４月 伊藤忠商事株式会社入社
2007年７月 株式会社サンマルクホールディン

グス入社
2009年４月 同社取締役に就任
2011年４月 同社常務取締役開発本部長に就任
2012年５月 当社入社、顧問に就任

同 当社取締役に就任
2015年８月 株式会社アールシー・ジャパン

（現株式会社クリエイト・ダイニン
グ）代表取締役社長に就任

2019年５月 株式会社クリエイト・レストラン
ツ取締役に就任（現任）

同 株式会社ＹＵＮＡＲＩ取締役に就
任

同 株式会社グルメブランズカンパニ
ー取締役に就任（現任）

同 株式会社クリエイト・ダイニング
取締役に就任（現任）

同 株式会社遊鶴取締役に就任

2019年５月 ＳＦＰホールディングス株式会社
取締役に就任

同 株式会社ＫＲホールディングス
（現株式会社ＫＲフードサービス）
取締役に就任（現任）

2019年６月 当社取締役グループ事業戦略本部
長に就任

2019年10月 株式会社いっちょう取締役に就任
（現任）

2020年９月 当社取締役グループ事業会社統括
部、マーケティング部、グループ
営業推進部及び情報システム推進
室管掌に就任

2021年５月 当社常務取締役に就任
2021年９月 株式会社ＣＭＤ取締役に就任（現

任）
2022年３月 当社常務取締役商品部、マーケテ

ィング部、情報システム推進室、
DX推進室、店舗開発部及び店舗設
計管理部管掌に就任（現任）

● 取締役候補者とした理由
島村彰氏は、2012年より当社取締役として経営に携わっており、開発本部、商品部及びグループ事業
戦略本部の部門長を歴任し、現在は、商品部、マーケティング部、情報システム推進室、DX推進室、
店舗開発部及び店舗設計管理部を管掌しております。飲食業界における豊富な経験と企業経営に関する
幅広い見識を有していることから、当社グループの企業価値向上と持続的な成長のために適切な人財と
判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

４
お お う ち げ ん た

大内 源太 （1973年６月20日生）

再任

所有する当社の株式数

5,300 株
取締役会への出席状況

14回/14回(100％)

■ 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1996年４月 三菱商事株式会社入社
2009年９月 絆ファクトリー株式会社代表取締

役社長に就任
2015年10月 当社入社、経営企画部統括マネー

ジャーに就任
2017年３月 当社管理本部長に就任
2018年６月 当社執行役員管理本部長に就任
2019年５月 株式会社ＫＲホールディングス

（現株式会社ＫＲフードサービス）
取締役に就任（現任）

2019年６月 当社執行役員CFO管理本部長に就
任

2020年９月 株式会社クリエイティブ・サービ
ス代表取締役社長に就任（現任）

2021年５月 当社取締役CFO経理部管掌に就任
2023年３月 当社取締役CFO経理部、経営企画

部及びIR部管掌に就任
2024年１月 当社取締役CFO経理部及びIR部管

掌に就任（現任）

● 取締役候補者とした理由
大内源太氏は、2018年より当社執行役員として経営に携わっており、2019年よりCFOに就任し、
2021年より取締役を務めております。これまで経理部及び管理本部の部門長を歴任し、現在は、経理
部及びIR部を管掌しております。豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有していることから、当
社グループの企業価値向上と持続的な成長のために適切な人財と判断し、引き続き取締役として選任を
お願いするものであります。
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候補者番号

５
お お の ひ と し

大野 仁之 （1974年７月18日生）

再任

所有する当社の株式数

5,400 株
取締役会への出席状況

14回/14回(100％)

■ 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1998年４月 三菱商事株式会社入社
2006年10月 同社より当社に出向、経営企画チ

ームサブチームリーダーに就任
2007年７月 株式会社クリエイト吉祥非常勤取

締役に就任
2009年５月 当社非常勤監査役に就任
2010年９月 大連亜恵快餐有限公司（現亜恵美

食有限公司）に出向、董事副総経
理に就任

2014年９月 羅森（中国）投資有限公司に出向、
副総裁に就任

2016年４月 株式会社ローソンに出向、海外事
業本部部長 兼 経営戦略本部部長
に就任

2019年11月 当社入社、グループ事業会社統括
部長に就任

2021年５月 Create Restaurants NY Inc.
Director（CEO）に就任（現任）

2021年６月 当社執行役員海外事業部及び北米
事業投資推進部管掌 兼 グループ
事業会社統括部長に就任

2021年12月 香港創造餐飲管理有限公司董事に
就任（現任）

2022年１月 create restaurants asia Pte.
Ltd. Director（CEO）に就任（現
任）

2022年５月 Il Fornaio (America) LLC
Managerに就任（現任）

2022年10月 当社執行役員グループ事業会社統
括部、海外事業部及び北米事業投
資推進部管掌に就任

2023年５月 当社取締役グループ事業会社統括
部、海外事業部及び北米事業投資
推進部管掌に就任

2024年１月 当社取締役経営企画部、海外事業
部及び北米事業投資推進部管掌に
就任（現任）

2024年６月 Create Restaurants DE LLC
Executive Managerに就任（現任）

● 取締役候補者とした理由
大野仁之氏は、2021年より当社執行役員として経営に携わっており、2023年より取締役を務めており
ます。また、現在は、海外事業部、北米事業投資推進部及び経営企画部を管掌しております。業界にお
ける豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有していることから、当社グループの企業価値向上と
持続的な成長のために適切な人財と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

６
も ろ ず み も と か つ

両角 元勝 （1975年４月29日生）

新任

所有する当社の株式数

13,000 株
取締役会への出席状況

− 回/− 回( − ％)

■ 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1999年４月 シダックス・コミュニティー株式

会社入社
2002年６月 株式会社リンク総研入社
2004年３月 株式会社イノベーショントラスト

入社
2004年６月 当社入社、営業部に配属
2008年３月 当社営業本部計数管理部担当マネ

ージャーに就任
2008年10月 当社管理本部経営企画チーム担当

マネージャー 兼 内部統制システ
ム推進室担当に就任

2014年10月 当社管理本部経営企画部長 兼 経
営企画チームリーダー 兼 グルー
プ事業会社管理チームリーダーに
就任

2016年５月 ＳＦＰダイニング株式会社（現Ｓ
ＦＰホールディングス株式会社）
取締役に就任

2016年６月 当社管理本部副本部長 兼 経営企
画部長 兼 財務企画チームリーダ
ーに就任

2021年５月 当社執行役員人事部管掌 兼 人事
部長に就任

2021年９月 当社執行役員社長室長に就任
2022年12月 株式会社サンジェルマン専務取締

役に就任
2024年１月 当社執行役員グループ事業会社統

括部管掌に就任（現任）
2024年10月 株式会社一幻フードカンパニー取

締役に就任（現任）
2025年５月 株式会社狼煙取締役に就任（現任）

● 取締役候補者とした理由
両角元勝氏は、2021年より当社執行役員として経営に携わっており、現在はグループ事業会社統括部
を管掌しております。これまで経営企画部、人事部及び社長室の部門長等を歴任するとともに、事業会
社の経営にも携わる等、幅広い見識を有していることから、当社グループの企業価値向上と持続的な成
長のために適切な人財と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

７
ま つ い は る み

松井 晴美 （1961年４月16日生）

新任
社外 独立

所有する当社の株式数

−株
取締役会への出席状況

− 回/− 回( − ％)

■ 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1982年４月 社団法人全国農協観光協会入社
1986年４月 サントリー株式会社入社
1990年７月 同社退社
1991年３月 株式会社ミュープランニングアン

ドオペレーターズ設立準備のため、
サントリー株式会社再入社

1991年８月 株式会社ミュープランニングアン
ドオペレーターズへ転籍

2006年５月 株式会社食楽代表取締役就任（現任）

● 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
松井晴美氏は、調理師免許、ソムリエ資格、日本食育インストラクター資格等を保有し、多様な飲食店
業態や食物販のコンセプト提案等を行う企業の経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有しているこ
とから、取締役として適切に職務を遂行できると判断し、選任をお願いするものであります。就任後
は、独立した立場から、主に企業経営やマーケティング、店舗開発面の強化に関し、その経験と見識に
基づきご助言いただくことを期待しております。

（注）１．松井晴美氏は、社外取締役候補者であります。
２．松井晴美氏の戸籍上の氏名は、吉本晴美であります。
３．松井晴美氏の選任が承認可決された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予

定です。
４．当社は、松井晴美氏の選任が承認可決された場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を新たに締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項各号に
定める金額の合計額とする予定です。
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当社取締役のスキル・マトリックス表
第２号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役の主なスキルと専門性は次のとおりであります。

氏名 役職
主なスキル・専門性

企業経営 マーケティング・
店舗開発 財務・会計 法務・

コンプライアンス グローバル IT・DX 人財

後藤 仁史 代表取締役会長 ● ● ●

川井 潤 代表取締役社長 ● ● ● ● ●

島村 彰 常務取締役 ● ● ● ●

大内 源太 取締役 ● ●

大野 仁之 取締役 ● ● ● ● ●

両角 元勝 取締役 ● ● ●

松井 晴美 社外取締役 ● ●

石井 祐輔 取締役
（監査等委員） ● ● ●

松岡 一臣 社外取締役
（監査等委員） ● ● ●

大塚 美幸 社外取締役
（監査等委員） ● ● ● ●

片山 典之 社外取締役
（監査等委員） ● ● ●

（注） 上記は特に専門性を発揮できる分野及び経験を示したものであり、対象者が有する全てのスキル・専門性を表すものではあり
ません。
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第３号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人であります有限責任監査法人トーマツは、本総会終結の時をもって任期満了により退任とな

りますので、監査等委員会の決定に基づき、新たにPｗC Japan有限責任監査法人を会計監査人に選任すること
につきご承認をお願いしたいと存じます。
監査等委員会がPwC Japan有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、現会計監査人については、

会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、継続監査年数が長期にわた
ることから、監査等委員会において、2026年２月期から当社の新中期経営計画をスタートするにあたり、新た
な視点での監査が期待できることに加え、監査実績、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、監査品質及び
管理体制等を勘案して、新たな会計監査人としてPｗC Japan有限責任監査法人を候補者として選任することが
適切と判断したためであります。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称 PｗC Japan有限責任監査法人

主たる事務所の所在地 東京都千代田区大手町１−１−１ 大手町パークビルディング

沿 革

2006年６月 あらた監査法人設立
（日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファーム
として設立）

2007年３月 京都監査法人設立
2015年７月 あらた監査法人「PwCあらた監査法人」に法人名称変更
2016年７月 PwCあらた監査法人「有限責任監査法人」へ移行し、「PwCあら

た有限責任監査法人」に法人名称変更
2016年12月 京都監査法人「PwC京都監査法人」に法人名称変更
2023年12月 PwCあらた有限責任監査法人とPwC京都監査法人が合併、PwC

Japan有限責任監査法人として業務開始

概 要

出資金 10億円
構成人員 公認会計士 1,249名

公認会計士試験合格者等 643名
その他 1,693名
合計 3,585名

関与会社数 1,490社
（2024年６月30日現在）
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第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額は、2022年５月27日開催の第25期定時株主総

会において、年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。
第１号議案にて、取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数増枠をお諮りしていること、第２号議案が

原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く）が５名から７名（うち社外取締役１
名）へと増員されることに加え、昨今の経済情勢の変化に対応することに伴い、取締役（監査等委員である取締
役を除く）報酬限度額を年額400百万円以内（うち社外取締役分として年額20百万円以内）と改めさせていただ
きたいと存じます。なお、当該報酬限度額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと
いたしたいと存じます。
当社は、事業報告26頁記載の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、本議案は当該方針

に沿うものであります。本議案をご承認いただいた場合も当該決定方針を変更することは予定しておらず、本議
案の内容は相当であると判断しております。

第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年５月27日開催の第25期定時株主総会において、年額

30百万円以内と決議いただいております。
第１号議案にて、監査等委員である取締役の員数増枠をお諮りしていることに加え、昨今の経済情勢の変化に

対応することに伴い、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額45百万円以内と改めさせていただきたいと存
じます。
本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘

案して決定しており、その内容は相当であると判断しております。
なお、現在の監査等委員である取締役は４名であります。

以 上
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１ 当社グループの現況

（１）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、経済活動の正常化による人流の回復や訪日外国人の増加によるイン
バウンド需要の拡大に加え、賃上げトレンドの継続も下支えとなり、個人消費は持ち直しの傾向がみられまし
た。しかしながら、国内では円安や異常気象に起因するインフレや少子高齢化に伴う労働力不足等が生じてい
ることに加え、海外では米国の政策動向、ロシア・ウクライナや中東情勢等の地政学的リスクの解消が見通せ
ないこともあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。
外食産業におきましては、メリハリ消費や訪日外国人の増加等により、堅調な需要が続いている一方、エネ

ルギー資源価格の高止まり、円安の継続や異常気象に伴う原材料価格の更なる高騰等に加え、人財面では、年
収の壁の上昇による緩和は期待できるものの、依然として供給不足が見込まれ、引き続き厳しい経営環境が予
想されております。また、国内では実質賃金はプラス転換の兆しがあるものの、トレンドとして定着するかに
ついては不透明であるため、選択的消費の傾向がますます強まるものと思われます。海外でも米国等でインフ
レ疲れの様相を呈してきていることは引き続き注視が必要と思われます。
こうした中、当社は、2024年５月に創業25周年を迎え、長年培ってきた変化対応力を武器に、引き続き更

なる飛躍を目指しております。具体的には、グループ連邦経営進化の一環として、グループ横断的な組織再編
に取り組みました。各事業領域におけるナレッジ集約による専門性の強化及び人財交流の促進を目的に、
2024年６月１日付けでダイニング事業領域の株式会社ＬＧ＆ＥＷを株式会社クリエイト・ダイニングが吸収
合併いたしました。更に、コントラクト事業領域においては、2024年９月１日付けで、株式会社ＫＲフード
サービスのコントラクト事業を株式会社クリエイト・レストランツが吸収分割により承継し、人財配置の効率
化を含めた、事業基盤の強化を進めております。
また、成長戦略の柱の１つである「アフターコロナを見据えたポートフォリオの見直し」の取り組みとし

て、米国アリゾナ州において「ワイルドフラワー」ブランドを展開するベーカリーレストラン事業を
Wildflower Bread Company LLC から2024年９月３日付けで譲り受けました。これは、「日常」「定番」
「地域密着」をキーワードに、アフターコロナを見据えたポートフォリオの強化を目的としたもので、米国で
の更なる事業拡大を目指すものであります。国内においても、本成長戦略に資する事業として、北海道札幌を
代表するラーメン店「えびそば一幻」を運営する株式会社一幻フードカンパニーの発行済株式の全部を2024
年10月１日付けで取得し、連結子会社といたしました。
そのほか、持続的な成長に不可欠な人的資本及びDXへの投資にも注力いたしました。人的資本に関しては、

社員昇給ファンドの拡大や外国人採用の強化、雇用年齢の引き上げ、キャリアパスの多様化としてのエキスパ
ート職導入、新入社員向けの特別休暇制度導入による福利厚生の充実等を通じ、多様な人財が多様な働き方を
実現できる環境整備を進めました。また、DXにおきましては、配膳・下膳ロボット、モバイルオーダーシス
テムやセルフレジの導入を推進し、お客様の利便性の向上と店舗従業員の負担軽減の両立に取り組みました。
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新規出店等に関しては、しゃぶしゃぶ食べ放題「しゃぶ菜」や「MACCHA HOUSE 抹茶館」、ベーカリー
「サンヴァリエ」、海鮮居酒屋「磯丸水産」、大衆酒場「五の五」といったコアブランドを中心に出店いたしま
した。また、ゴルフ場内レストランやＪＡ全農とのコラボによる業務受託店舗も積極的に出店いたしました。
そのほか、ネクストコアブランド候補として、韓国料理「シクタン」、もんじゃ焼き「まるもん」といった新
業態を開発し、既存店舗からの業態変更も実施いたしました。
その結果、グループ全体では32店舗の新規出店、16店舗の業態変更、契約満了を中心に51店舗の退店を実

施した一方、「ワイルドフラワー」16店舗及び「えびそば一幻」10店舗を連結対象に加えたことにより、当連
結会計年度末における業務受託店舗等を含む連結店舗数は1,116店舗となりました。
以上の結果、当連結会計年度における売上収益は156,354百万円（前連結会計年度比7.3％増）、営業利益は

8,504百万円（前連結会計年度比20.2％増）、税引前当期利益は7,659百万円（前連結会計年度比15.5％増）、
当期利益は6,228百万円（前連結会計年度比11.0％増）、親会社の所有者に帰属する当期利益は5,590百万円
（前連結会計年度比10.9％増）となりました。また、調整後EBITDAは26,124百万円（前連結会計年度比2.1
％増）、調整後EBITDAマージンは16.7％（前連結会計年度は17.6％）、調整後親会社所有者帰属持分比率（調
整後自己資本比率）は42.9％（前連結会計年度は41.1％）となりました（注）。

（注）当社グループの業績の有用な指標として、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン及び調整後親会社所
有者帰属持分比率（調整後自己資本比率）を用いております。
調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン及び調整後親会社所有者帰属持分比率（調整後自己資本比率）

の算出方法は以下のとおりです。
・調整後EBITDA ＝ 営業利益 ＋ その他の営業費用 − その他の営業収益（協賛金収入、雇用調整助成金、
協力金及び賃料減免分等を除く） ＋ 減価償却費 ＋ 非経常的費用項目（株式取得に関するアドバイザリ
ー費用等）

・調整後EBITDAマージン ＝ 調整後EBITDA ÷ 売上収益 × 100
・調整後親会社所有者帰属持分比率（調整後自己資本比率）：親会社所有者帰属持分比率（自己資本比率）
からIFRS第16号の影響を除外した比率
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報告セグメントにつきましては、当社グループは飲食事業以外の報告セグメントがないため、記載を省略し
ております。なお、飲食事業における主要カテゴリー毎の状況は以下のとおりです。

CRカテゴリー SFPカテゴリー
当連結会計年度におきましては、株式会社クリエイ

ト ・ レ ス ト ラ ン ツ が 「し ゃ ぶ 菜」、「MACCHA
HOUSE 抹茶館」といったコアブランドを中心に出店
したことに加え、グループ内フランチャイズ出店をし
たこと、株式会社クリエイト・ダイニングがダイニン
グ業態「GOTTA」を出店したことにより、19店舗の
新規出店、33店舗の退店を実施いたしました。
以上の結果、当カテゴリーの当連結会計年度の売上

収益は54,777百万円、連結店舗数は518店舗となっ
ております。

当連結会計年度におきましては、海鮮居酒屋「磯丸
水産」や、大衆酒場「五の五」を出店したことに加
え、グループ内フランチャイズ出店により、６店舗の
新規出店、５店舗の退店を実施いたしました。
以上の結果、当カテゴリーの当連結会計年度の売上

収益は30,389百万円、連結店舗数は203店舗となっ
ております。

専門ブランドカテゴリー 海外カテゴリー
当連結会計年度におきましては、株式会社グルメブ

ランズカンパニーがベーカリーの「IKEDAYAMA」
を、ＫＲフードサービスが「牧之原サービスエリア
（上り線）」にフードコートを、株式会社レフボンがベ
ーカリーの「サンヴァリエ」を出店したことにより、
６店舗の新規出店、６店舗の退店を実施したほか、
M&Aを通じて株式会社一幻フードカンパニーの５店
舗が増加しております。
以上の結果、当カテゴリーの当連結会計年度の売上

収益は49,815百万円、連結店舗数は325店舗となっ
ております。

当連結会計年度におきましては、香港に「えびそば
一幻」を出店したことにより、１店舗の新規出店、７
店舖の退店を実施したほか、米国にて、Create
Restaurants DE LLC がWildflower Bread Company
LLCよりベーカリーレストラン事業を譲り受けたこと
により16店舗が増加、M&Aを通じて「えびそば一幻」
のフランチャイズ店舗が、香港にて４店舗及び台湾に
て１店舗増加しております。
以上の結果、当カテゴリーの当連結会計年度の売上

収益は23,262百万円、連結店舗数は70店舗となって
おります。
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② 設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は4,020百万円（差入保証金を含む）で、その

主なものは店舗設備投資によるものであります。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度において、次のとおり資金調達いたしました。
・長期借入金として6,650百万円を調達いたしました。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
当社の連結子会社である株式会社ＫＲフードサービスは、2024年９月１日付で、吸収分割によりコントラ

クト事業を当社の連結子会社である株式会社クリエイト・レストランツに承継させました。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
当社の連結子会社であるCreate Restaurants DE LLCは、2024年９月３日付で、Wildflower Bread

Company LLCが運営するベーカリーレストラン事業を譲り受けました。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
当社の連結子会社である株式会社クリエイト・ダイニングと株式会社ＬＧ＆ＥＷは、2024年６月１日付で、

株式会社クリエイト・ダイニングを存続会社、株式会社ＬＧ＆ＥＷを消滅会社とする吸収合併を行いました。

⑦ 他の会社（外国会社を含む）の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
当社は、2024年10月１日付で、株式会社一幻フードカンパニーの発行済株式の全部を取得し、当社の連結

子会社といたしました。
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（２）財産及び損益の状況

区 分
第 25 期

(2022年２月期)
第 26 期

(2023年２月期)
第 27 期

(2024年２月期)

第 28 期
(2025年２月期)
(当連結会計年度)

売 上 収 益（百万円） 78,324 118,240 145,759 156,354

親会社の所有者に帰属する当期利益（百万円） 5,919 3,385 5,041 5,590

基本的１株当たり当期利益 30円58銭 16円11銭 23円97銭 26円57銭

資 産 合 計（百万円） 133,605 133,555 130,816 137,168

資 本 合 計（百万円） 30,730 34,443 39,371 43,989

１株当たり親会社所有者帰属持分 124円40銭 140円84銭 171円01銭 190円89銭

（注）１．当社グループは国際会計基準（IFRS会計基準）を適用しております。
２．基本的１株当たり当期利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
３．第25期、第26期の数値は、過年度の誤謬の訂正による遡及処理後の数値であります。
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（３）対処すべき課題
今後の経営環境につきましては、国内の需要サイドでは、雇用環境の改善・賃上げトレンドの継続、イン

バウンド需要の拡大等により、堅調に推移すると予想されます。一方、供給サイドでは、年収の壁の上昇に
よる緩和が期待できるものの、少子高齢化に伴う労働力不足は継続する見込みであることに加え、米国の政
策動向、ロシア・ウクライナや中東情勢等、地政学的リスクに起因した国際情勢の不透明さもあり、原材料
価格やエネルギーコストの高止まりが懸念される等、引き続き需給ギャップの深刻化が続くものと予想され
ます。
外食業界におきましては、国内消費は、インバウンド消費の継続等により堅調な需要は見込めるものの、

インフレ疲れの様相が一部に見え始めていること、人財面では依然として供給不足が懸念されるほか、エネ
ルギー資源価格、原材料価格、人件費の上昇といったインフレの継続等により、今後も厳しい経営環境が続
くと予想されます。
このような環境の中、当社グループは、2026年２月期を初年度とした「本質的な課題を解決するための

５年間」と位置付ける中期経営計画を策定し、持続的な成長基盤の確立と企業価値向上を目指してまいりま
す。従来の重要な経営戦略である「マルチブランド・マルチロケーション戦略」と「グループ連邦経営」
を、国内外の事業展開や組織体制を含めて包括的に再定義し、「グループ連邦経営2.0」として進化させてま
いります。具体的には、成長の３本柱として、コアブランドを中心とした「本質的価値の進化」による既存
事業の成長と新業態開発の加速、これまでの多くのM&Aにて蓄積したノウハウを最大限活用した「シナジ
ーのあるM&A」の積極的な実行、既存展開地域でのポートフォリオ強化に加え新商圏への進出も含めた
「海外事業の拡大」に取り組んでまいります。

また、これらの成長を支える３つの基盤として、各ブランドと顧客に適したDXの推進やAIの活用により
ホスピタリティと「テクノロジーの活用」を融合させ顧客満足度の向上を推進、社員昇給ファンドの拡大を
含む「人的資本経営の推進」による働きがいのある職場づくり、持続可能な社会の実現に貢献する「サステ
ナビリティ推進」にも取り組み、「豊かな食体験の共創にチャレンジしつづけ、ステークホルダーから末永
く選ばれるプロフェッショナルチーム」になることを目指してまいります。
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（４）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況（2025年２月28日現在）

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社クリエイト・レストランツ ９百万円 100.00％ 飲食事業
ＳＦＰホールディングス株式会社 49百万円 58.94％ 統括事業
ＳＦＰダイニング株式会社 ９百万円 ＊100.00％ 飲食事業
株式会社ＹＵＮＡＲＩ ３百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社グルメブランズカンパニー 10百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社ＫＲフードサービス ７百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社クリエイト・ダイニング ９百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社遊鶴 10百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社ジョー・スマイル 45百万円 ＊100.00％ 飲食事業
株式会社クルークダイニング 10百万円 ＊100.00％ 飲食事業
株式会社いっちょう ９百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社クリエイティブ・サービス １百万円 ＊100.00％ 事務処理事業
株式会社ＣＭＤ １百万円 ＊100.00％ 購買企画事業
株式会社サンジェルマン ９百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社レフボン ９百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社一幻フードカンパニー ９百万円 100.00％ 飲食事業
create restaurants asia Pte. Ltd. 9百万SGP$ 100.00％ 飲食事業
香港創造餐飲管理有限公司 20百万HK$ 100.00％ 飲食事業
Create Restaurants NY Inc. １US$ 100.00％ 資産管理事業
Il Fornaio (America) LLC 357US$ ＊100.00％ 飲食事業
Create Restaurants DE LLC 20,000US$ ＊100.00％ 飲食事業
（注） １．上記の議決権比率は子会社が保有する議決権との合計となっております。

２．＊印は子会社の保有する議決権を合計した比率となっております。
３．株式会社ＬＧ＆ＥＷは、2024年６月１日付で、連結子会社である株式会社クリエイト・ダイニングを存続会社とする吸

収合併により消滅しております。
４．Create Restaurants NY Inc.は、2024年６月25日付で、Create Restaurants DE LLCを新たに設立いたしました。
５．当社は、2024年10月１日付で、株式会社一幻フードカンパニーの全株式を取得いたしました。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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（５）主要な事業所及び店舗（2025年２月28日現在）

① 当社

本 社 東京都品川区東五反田五丁目10番18号

② 子会社

株式会社クリエイト・レストランツ 本社：東京都品川区
店舗：430店舗

ＳＦＰホールディングス株式会社 本社：東京都世田谷区

ＳＦＰダイニング株式会社 本社：東京都世田谷区
店舗：180店舗

株式会社ＹＵＮＡＲＩ 本社：東京都品川区
店舗：17店舗

株式会社グルメブランズカンパニー 本社：東京都品川区
店舗：11店舗

株式会社ＫＲフードサービス 本社：大阪府大阪市
店舗：118店舗

株式会社クリエイト・ダイニング 本社：東京都品川区
店舗：90店舗

株式会社遊鶴 本社：北海道札幌市
店舗：11店舗

株式会社ジョー・スマイル 本社：熊本県熊本市
店舗：12店舗

株式会社クルークダイニング 本社：長野県安曇野市
店舗：11店舗

株式会社いっちょう 本社：群馬県太田市
店舗：47店舗

株式会社クリエイティブ・サービス 本社：神奈川県川崎市

株式会社ＣＭＤ 本社：神奈川県川崎市

株式会社サンジェルマン 本社：神奈川県横浜市
店舗：56店舗

株式会社レフボン 本社：北海道札幌市
店舗：71店舗

株式会社一幻フードカンパニー 本社：北海道札幌市
店舗：11店舗

create restaurants asia Pte. Ltd. 本社：シンガポール共和国
店舗：10店舗

香港創造餐飲管理有限公司 本社：中華人民共和国香港特別行政区
店舗：７店舗

Create Restaurants NY Inc. 本社：米国ニューヨーク州
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Il Fornaio (America) LLC 本社：米国カリフォルニア州
店舗：18店舗

Create Restaurants DE LLC 本社：米国アリゾナ州
店舗：16店舗

※店舗欄には、2025年２月28日時点の業務受託店舗数及びFC店舗数を含めた総店舗数を記載しております。

（６）従業員の状況（2025年２月28日現在）

① 当社グループの従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減

4,173名 32名減

（注） 上表従業員のほか、9,000名の臨時従業員（１人当たり１日８時間換算）がおります。
なお、臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員は含んでおりません。

② 当社の従業員の状況

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

129名 10名増 48.0歳 13.6年

（注） 上表従業員のほか、４名の臨時従業員（１人当たり１日８時間換算）がおります。
なお、臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員は含んでおりません。
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（７）主要な借入先の状況（2025年２月28日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 9,960百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 6,048百万円

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 3,883百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,321百万円

農 林 中 央 金 庫 733百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 677百万円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 484百万円

（８）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２ 株式の状況 （2025年２月28日現在）

（１）発行可能株式総数 381,600,000株
（２）発行済株式の総数 212,218,984株（自己株式595,300株を除く）
（３）株主数 212,117名
（４）大株主（上位10名）

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率
株 式 会 社 Ｇ ＆ Ｃ ｏ ｍ ｐ ａ ｎ ｙ 87,526,000株 41.24％
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （信 託 口） 13,435,900株 6.33％
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 3,086,400株 1.45％
株 式 会 社 ユ リ ッ サ 3,000,000株 1.41％
川 井 潤 1,840,000株 0.87％
岡 本 晴 彦 1,700,000株 0.80％
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 1,544,700株 0.73％
JP MORGAN CHASE BANK 385781 631,770株 0.30％
Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 600,204株 0.28％
株 式 会 社 Ｓ Ｂ I 証 券 570,017株 0.27％
（注） １. 持株比率は、自己株式（595,300株）を控除して計算しております。なお、自己株式には、当社「従業員向け株式交付信

託型ESOP」の所有する当社株式を含めておりません。
２. 持株比率は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

（５）その他の株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

３ 新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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４ 会社役員の状況

（１）取締役の状況（2025年２月28日現在）

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 後 藤 仁 史 株式会社Ｇ＆Ｃｏｍｐａｎｙ代表取締役

代 表 取 締 役 社 長 川 井 潤
食の安全安心推進室、内部統制システム推進室、グループ監査室、サステナビ
リティ推進室及び社長室管掌
株式会社JK Planning代表取締役

常 務 取 締 役 島 村 彰

商品部、マーケティング部、情報システム推進室、DX推進室、店舗開発部及び
店舗設計管理部管掌
株式会社クリエイト・レストランツ取締役
株式会社グルメブランズカンパニー取締役
株式会社クリエイト・ダイニング取締役
株式会社ＫＲフードサービス取締役
株式会社いっちょう取締役
株式会社ＣＭＤ取締役

取 締 役 大 内 源 太
CFO 兼 経理部及びIR部管掌
株式会社ＫＲフードサービス取締役
株式会社クリエイティブ・サービス代表取締役社長

取 締 役 大 野 仁 之

経営企画部、海外事業部及び北米事業投資推進部管掌
Create Restaurants NY Inc. Director（CEO）
香港創造餐飲管理有限公司董事
create restaurants asia Pte. Ltd. Director（CEO）
Il Fornaio (America) LLC Manager
Create Restaurants DE LLC Executive Manager

取 締 役 （監 査 等 委 員） 石 井 祐 輔 ＳＦＰホールディングス株式会社取締役（監査等委員）

取 締 役 （監 査 等 委 員） 松 岡 一 臣

公認会計士及び税理士
松岡一臣公認会計士・税理士事務所所長
DREAMプライベートリート投資法人監督役員
株式会社グッドスマイルカンパニー社外監査役
株式会社ホビーストック社外監査役
社会福祉法人多摩同胞会社外理事

取 締 役 （監 査 等 委 員） 大 塚 美 幸 株式会社and代表取締役

取 締 役 （監 査 等 委 員） 片 山 典 之

シティユーワ法律事務所弁護士
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社社外監査役
日産化学株式会社社外監査役
平和不動産リート投資法人監督役員
日本電解株式会社社外取締役（監査等委員）
株式会社リブセンス社外監査役
アイダエンジニアリング株式会社社外監査役
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（注）１．松岡一臣氏、大塚美幸氏及び片山典之氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの情報収集及び重要な社

内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、石井祐輔氏を常勤の監査等
委員として選定しております。

３．当社は、松岡一臣氏、大塚美幸氏及び片山典之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届
け出ております。

４．松岡一臣氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の見識を有しており、当社の監査体制強化に
活かしていただいております。

５．大塚美幸氏は、企業経営者としてマーケティング及びサステナブル事業に関する相当程度の見識を有しており、当社の監
査体制強化に活かしていただいております。

６．片山典之氏は、弁護士として法務及びコンプライアンスに関する相当程度の見識を有しており、当社の監査体制強化に活
かしていただいております。

７．森本裕文氏は、2024年５月29日開催の第27期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により、取締役（監査等委員）
を退任いたしました。

（２）責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、それぞれ会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額とし

ております。

（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、

被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を補填することとしております。
当役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び子会社（ＳＦＰホールディングス株式会社及びその子会

社を除く）の取締役（監査等委員である取締役を含む）、執行役員、管理職従業員であり、全ての被保険者に
ついて、その保険料を全額当社が負担しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行
為に起因して生じた損害は補填されない等、一定の免責事由があります。

（４）取締役の報酬等に関する事項
① 取締役の報酬等の総額

区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員である取締役を除く） 192百万円 174百万円 12百万円 5百万円 ５名
（う ち 社 外 取 締 役） （−百万円） （−百万円） （−百万円） （−百万円） （−名）

取 締 役 （監 査 等 委 員） 21百万円 21百万円 −百万円 −百万円 ５名
（う ち 社 外 取 締 役） （10百万円） （10百万円） （−百万円） （−百万円） （３名）
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（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額は、2022年５月27日開催の第25期定時株主総会において、年額

300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。当該株主総会決議時点の取締役（監査等
委員である取締役を除く）は５名です。

３．上記２．の報酬限度額とは別枠で、2022年５月27日開催の第25期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取
締役を除く）に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、または譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債
権を報酬等として支給すること、その発行または処分される当社の普通株式の総数は年間100,000株以内、報酬の総額は
年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会決議時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）は５名
です。

４．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2022年５月27日開催の第25期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議
いただいております。当該株主総会決議時点の取締役（監査等委員）は４名です。

② 報酬等の決定方針に関する事項
当社は、2021年２月19日開催の取締役会決議によって、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に

関する方針（以下「決定方針」という）を定め、2022年５月27日開催の第25期定時株主総会において、取締
役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬について決議いただいたこ
とに伴い、非金銭報酬に係る内容を決定方針に追記しております。

決定方針の概要は以下のとおりです。
(1) 取締役の報酬は、固定的な基本報酬と業績によって支給額が変動する業績連動報酬により構成された金

銭報酬及び非金銭報酬である株式報酬とする。
(2) 金銭報酬の基本報酬部分については、役職毎の役割の大きさや責任の範囲を勘案して決定する。
(3) 金銭報酬の業績連動報酬部分については、各取締役の各事業年度の業績目標として、調整後EBITDA

（IFRS第16号適用の影響を除く）及び取締役毎に定める職務を勘案して定める定量目標の達成度合いに
応じて、超過の場合は基本報酬のプラス10％の範囲で、未達成の場合は基本報酬のマイナス10％の範囲
で決定する。

(4) 取締役報酬のうち金銭報酬は毎月付与するものとする。
(5) 非金銭報酬は取締役会が定めた一定期間後に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式とし、企業価値の持続

的な向上を図るインセンティブの付与等を目的に取締役就任後原則１回付与する（ただし社外取締役を
除く）。付与する譲渡制限付株式の額は、原則として取締役就任後１回のみ付与することを踏まえて、各
取締役の役割の大きさや責任の範囲等を勘案して、金銭報酬とは別に決定する。

(6) 取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定は、本方針の範囲内で代表取締役社長に一括して委任する。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定

された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役及
び社外取締役により構成される任意の指名・報酬委員会において各取締役の役割・責任及び当社グループ全体
の戦略策定と統制への貢献度等の評価をまとめた答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に
沿うものであると判断しております。
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③ 業績連動報酬等に関する事項
当社は、経営効率を高め安定した財務体質を維持しつつ、持続的成長を達成するために、収益性の重要な経

営指標（KPI）として調整後EBITDAを重視しており、業績連動報酬については、各取締役の各事業年度の業績
目標として、調整後EBITDA（IFRS第16号適用の影響を除く）及び取締役毎に定める職務を勘案して定める定
量目標の達成度合いに応じて、超過の場合は基本報酬のプラス10％の範囲で、未達成の場合は基本報酬のマイ
ナス10％の範囲で決定しています。調整後EBITDA（IFRS第16号適用の影響を除く）の算定式は以下のとお
りです。

調整後EBITDA（IFRS第16号適用の影響を除く）＝ 営業利益 ＋ その他の営業費用 − その他の営業収益
（協賛金収入、雇用調整助成金、協力金及び賃料減免分等を除く）＋ 減価償却費 ＋ 非経常的費用項目（株式
取得に関するアドバイザリー費用等）− IFRS第16号適用影響額

対象期間の調整後EBITDA（IFRS第16号適用の影響を除く）の実績値は、標準値（業績連動報酬の発生が０
の値）136.4億円、上限値163.7億円、下限値109.1億円に対して、131.2億円となりました。

④ 個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、決定方針に従い、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長川井潤に取締役の年額報酬の役位別、

個人別の配分の具体的内容の決定を委任しております。委任の理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締
役の業績成果を判断するには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、代表取締役社長川井潤は、任意の指名・報酬委員会より取締役の個人別の報酬等に関する答申を得て

おり、当該答申内容を踏まえて取締役の個人別の報酬等を決定しております。

（５）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役（監査等委員）松岡一臣氏は、松岡一臣公認会計士・税理士事務所所長、DREAMプライベートリー
ト投資法人監督役員、株式会社グッドスマイルカンパニー社外監査役、株式会社ホビーストック社外監査
役、社会福祉法人多摩同胞会社外理事を兼任しております。当社と兼職先との間に開示すべき取引関係はあ
りません。

・取締役（監査等委員）大塚美幸氏は、株式会社and代表取締役を兼任しております。当社と兼職先との間に
開示すべき取引関係はありません。

・取締役（監査等委員）片山典之氏は、シティユーワ法律事務所弁護士、ドイチェ・アセット・マネジメント
株式会社社外監査役、日産化学株式会社社外監査役、平和不動産リート投資法人監督役員、日本電解株式会
社社外取締役（監査等委員）、株式会社リブセンス社外監査役、アイダエンジニアリング株式会社社外監査
役を兼任しております。当社と兼職先との間に開示すべき取引関係はありません。
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② 社外役員の主な活動状況

氏名 地位 出席状況、発言状況及び期待される役割に対して行った職務の概要

松岡 一臣 社外取締役
（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会14回中14回及び監査等委員会13回中13回に出席して
おり、主に公認会計士・税理士としての専門的な見識及び経験から、取締役会において
意思決定の妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した客観的な立場で積極的
な発言を行う等、期待される役割、責務を十分に発揮しております。また、監査等委員
会において、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

大塚 美幸 社外取締役
（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会14回中14回及び監査等委員会13回中13回に出席して
おり、主にサステナブル事業やコーポレートコミュニケーション等に係るコンサルティ
ングを行う企業経営者としての見識及び経験から、取締役会において意思決定の妥当
性・適正性を確保するため、経営陣から独立した客観的な立場で積極的な発言を行う
等、期待される役割、責務を十分に発揮しております。また、監査等委員会において、
議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

片山 典之 社外取締役
（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会14回中14回及び監査等委員会13回中13回に出席して
おり、主に弁護士としての専門的な見識及び経験から、取締役会において意思決定の妥
当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した客観的な立場で積極的な発言を行う
等、期待される役割、責務を十分に発揮しております。また、監査等委員会において、
議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
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５ 会計監査人の状況

（１）名称 有限責任監査法人トーマツ

（２）報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 132百万円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 174百万円

（注）１．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、
監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っておりま
す。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明
確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を
記載しております。

３．当社の子会社のうちIl Fornaio(America)LLCは、Deloitte&Touche LLPの監査を受けております。

（３）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委

員である取締役全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が
選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。
なお、監査等委員会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案しまして、再任もしくは不再任の決定を行いま

す。
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６ 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保す
るための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 役職員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行うよう「役職員行動規則」及び「コンプライアンス組
織・運営規程」に基づき、定期的な研修等を通じて周知徹底に努める。

② 社長がチーフ・コンプライアンス・オフィサーとなり、全社のコンプライアンス意識向上に努める。

③ 適切な財務諸表作成のために、経理・税務統括チームリーダーは「経理規程」に基づき、業務を執行する
とともに、周知徹底に努める。

④ コンプライアンス違反についての社内通報体制として、所属長への報告経路とは別に、コンプライアンス
相談窓口（電子メール）及び顧問弁護士宛の内部通報窓口（電子メール）による報告経路を設置しており、
法令違反行為や不正行為の早期発見及び迅速且つ適切な対応を行う体制を整備している。

⑤ グループ監査室は各部署の監査を定期的に行うとともに、チーフ・コンプライアンス・オフィサーや監査
等委員会との情報交換会を定期的に開催する。

⑥ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体、並びに、これらと係わりのある企業や団
体、個人とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、また、これらによる不当要求は断固として拒否するこ
とを、「役職員行動規則」において、遵守事項として掲げている。また、反社会的勢力による不当要求等が
発生した場合は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整
備している。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 法定保存文書及び会社が定める内部管理上の重要な情報については、「文書管理規程」に基づき、所定の
期間保存する。定めのない情報については、総務部管掌役員と協議の上、保存の要否及び期間を定めて保存
する。

② 取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社グループには、店舗オペレーショナルリスク、コンプライアンスリスク、投資リスク、信用リスクと
いった事業リスクがある。これらのリスクについては、個々の責任部署が対応し、必要に応じて取締役会に
おいて状況の確認及び必要な措置を検討する。
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また、各部門のリスク管理責任者は、それぞれの部署に関するリスク管理を行い、リスクを統括する部署
へ定期的にリスク管理の状況を報告する。

② 不測の事態が発生した場合には、「緊急対策規程」に基づき、迅速に対応することとする。

③ グループ監査室は、グループ各社及び各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に社長及び
総務部管掌役員に報告する。社長は必要に応じ、取締役会に報告する。

④ 各種リスクの管理状況については、総務部管掌役員が年に１度、取締役会に報告する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社取締役会は、毎事業年度末までに翌事業年度の経営目標を決定し、目標達成に向けた経営計画を策定
の上、原則毎月１回の取締役会において進捗状況を確認する。
また、経営環境及び企業内部環境の変化に応じて経営計画の前提条件の見直しを行う。

② 当社取締役会において取締役の業務執行範囲を定めるとともに、「業務分掌規程」に基づいた権限委譲を
各役職員に行い、効率的な業務執行を実現する。

（５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

企業集団における業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を定め、これに基づく統制を行うとと
もに、必要に応じてグループ各社への指導・支援等を実施する。
当社は、当社取締役出席のもとグループ各社社長が各社ごとに出席する定例会議を毎月１回開催し、ま

た、当社取締役及びグループ各社社長が一堂に会する定例会議を四半期に１回開催することで、経営数値そ
の他重要な情報について、定期的な報告を受ける。

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制」のとおり、グループ一体となった損失の危機管理体
制を構築する。

③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、子会社から定期的に業務執行の報告を受けるとともに、子会社の

重要な決定については「関係会社管理規程」に基づく当社取締役会への付議または報告を行うこと等によ
り、子会社の職務の執行の効率を確保する。

④ 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
グループ各社の取締役または監査役として当社の取締役または使用人を派遣し、適正な業務執行・意思決

定や監督を実施する。
グループ各社に対する監査は、原則として子会社を対象として、別に定める「内部監査規程」に準じて実

施する。内部監査報告書は社長に提出するものとする。また、監査の結果に基づいて、必要があれば社長は
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グループ各社に対して指導または勧告を行う。

（６）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会が、その職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、社長はグループ監査室を中心に人選

を行い、その任に充てるものとする。

（７）前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独
立性に関する事項、並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の
確保に関する事項

監査等委員会より、監査業務の補助の要請を受けた使用人は、その要請された業務の遂行に関して、監査等
委員である取締役の指示に従い、監査等委員でない取締役等の指揮命令を受けない。

（８）当社及びグループ各社の取締役及び使用人が当社監査等委員会に報告するための体制その
他の当社監査等委員会への報告に関する体制、並びにその報告をした者が報告したことを
理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

① 監査等委員会は当社及びグループ各社の取締役会その他の重要な経営会議を通じ、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く）及び使用人から重要事項の報告を受ける。また、監査等委員会は、必要と判断する会議
の議事録等について閲覧することができる。

② 著しい損失や重大なコンプライアンス違反が発生または発生のおそれがある場合は、当社及びグループ各
社の担当取締役等は監査等委員会に対して遅滞なく報告を行う。

③ 監査等委員会はいつでも必要に応じ、当社及びグループ各社の取締役等に対して報告を求めることができ
ることとする。

④ 当社の内部通報制度の担当部署は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部通報の状況
について、報告を行うものとする。

⑤ 監査等委員会に報告を行った当社及びグループ各社の取締役等に対し当該報告をしたことを理由として不
利な取扱いを行うことを禁止する。

（９）当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）につい
て生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用ま
たは償還の処理に係る方針に関する事項

監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした時は、当該請求に係
る費用または債務が監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに処理す
るものとする。
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（10）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）、使用人、会計監査人とそれぞれ随時意見交換

会を開催することとする。

（11）財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制シ

ステムを構築し、その有効性の評価、報告する体制を整備し運用する。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
① 主な会議の開催状況として、取締役会は14回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職
務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない監査等委員である社外取締役3名が
全14回に出席いたしました。その他、監査等委員会は13回開催いたしました。

② 監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長
及び他の取締役、グループ監査室、会計監査人との間で、意見交換、情報交換等の連携を図っております。

③ グループ監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制
監査を実施いたしました。

７ 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主への利益還元を経営上の重要政策と位置付け、業績や財務状況、今後の事業展開等を勘案した
上で、安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本としております。これらの剰余金の

配当の決定機関は、取締役会であります。
また、内部留保資金につきましては、新規出店投資、人財育成及び内部管理体制強化のための設備投資等の

原資とし、企業価値向上に努めてまいります。
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連結財政状態計算書
（2025年２月28日現在）

（単位：百万円）
資 産 負 債 及 び 資 本

科 目 金 額 科 目 金 額
【流動資産】
現金及び現金同等物
営業債権及びその他の債権
その他の金融資産
棚卸資産
未収法人所得税等
その他の流動資産
【非流動資産】
有形固定資産
のれん
無形資産
その他の金融資産
繰延税金資産
その他の非流動資産

30,625
21,474
5,903
559

1,221
0

1,466
106,543
59,199
26,544
7,752
8,765
3,695
584

【流動負債】
営業債務及びその他の債務
社債及び借入金
リース負債
未払法人所得税等
引当金
その他の流動負債
【非流動負債】
社債及び借入金
リース負債
退職給付に係る負債
引当金
繰延税金負債
その他の非流動負債

44,793
5,194

13,432
11,533
1,378
2,332

10,921
48,386
12,784
29,949
1,007
2,825
1,407
411

負債合計 93,179
【親会社の所有者に帰属する持分】 40,167
資本金 50
資本剰余金 24,893
利益剰余金 14,229
自己株式 △1,122
その他の資本の構成要素 2,117
【非支配持分】 3,821

資本合計 43,989
資産合計 137,168 負債及び資本合計 137,168

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2024
2025

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 収 益 156,354
売 上 原 価 △45,002

売 上 総 利 益 111,352
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 △101,126
そ の 他 の 営 業 収 益 901
そ の 他 の 営 業 費 用 △2,623

営 業 利 益 8,504
金 融 収 益 53
金 融 費 用 △897

税 引 前 当 期 利 益 7,659
法 人 所 得 税 費 用 △1,431

当 期 利 益 6,228
当 期 利 益 の 帰 属

親 会 社 の 所 有 者 5,590
非 支 配 持 分 637
当 期 利 益 6,228

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結持分変動計算書

（2024
2025

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）
親会社の所有者に帰属する持分

資 本 金 資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金 自 己 株 式

2024 年 ３ 月 １ 日 残 高 50 24,688 10,193 △1,178

当 期 利 益 − − 5,590 −

そ の 他 の 包 括 利 益 − − − −

当 期 包 括 利 益 − − 5,590 −

配 当 金 − − △1,577 −

自 己 株 式 の 取 得 − − − △0
非 支 配 株 主 と の 取 引 に
係 る 親 会 社 の 持 分 変 動 − △0 − −
支配の喪失を伴わない連結子
会社に対する所有者持分の変動 − 12 − −

株 式 報 酬 取 引 − 185 − 0
その他の資本の構成要素から
利 益 剰 余 金 へ の 振 替 − − 22 −

そ の 他 − 6 − 55

所 有 者 と の 取 引 額 等 合 計 − 204 △1,555 55

2025 年 ２ 月 28 日 残 高 50 24,893 14,229 △1,122
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（単位：百万円）
親会社の所有者に帰属する持分

非 支 配 持 分 資 本 合 計
その他の資本の構成要素

合 計在外営業活動体
の 換 算 差 額

確定給付制度
の 再 測 定 合 計

2024 年 ３ 月 １ 日 残 高 2,215 − 2,215 35,969 3,401 39,371

当 期 利 益 − − − 5,590 637 6,228

そ の 他 の 包 括 利 益 △97 22 △75 △75 12 △63

当 期 包 括 利 益 △97 22 △75 5,515 649 6,164

配 当 金 − − − △1,577 △233 △1,811

自 己 株 式 の 取 得 − − − △0 − △0
非 支 配 株 主 と の 取 引 に
係 る 親 会 社 の 持 分 変 動 − − − △0 △0 △1
支配の喪失を伴わない連結子
会社に対する所有者持分の変動 − − − 12 12 24

株 式 報 酬 取 引 − − − 186 − 186
その他の資本の構成要素から
利 益 剰 余 金 へ の 振 替 − △22 △22 − − −

そ の 他 − − − 62 △7 54

所 有 者 と の 取 引 額 等 合 計 − △22 △22 △1,317 △229 △1,546

2025 年 ２ 月 28 日 残 高 2,117 − 2,117 40,167 3,821 43,989

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等
（１）連結計算書類の作成基準

当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定に基づき国際会計基準（以下「IFRS
会計基準」という）に基づいて作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、IFRS会
計基準で求められる開示項目の一部を省略しております。

（２）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数 25社
② 主要な連結子会社の名称

ＳＦＰホールディングス株式会社
株式会社クリエイト・レストランツ
株式会社ＫＲフードサービス
株式会社クリエイト・ダイニング
株式会社いっちょう

なお、当連結会計年度において、当社の連結子会社であるCreate Restaurants NY Inc.が、Create
Restaurants DE LLCを新たに設立したことに伴い、同社を連結の範囲に含めております。
また、当連結会計年度において、株式会社一幻フードカンパニーの全株式を取得したことに伴い、同社を

連結の範囲に含めております。
また、2024年６月１日付で、当社の連結子会社であった株式会社ＬＧ＆ＥＷは、連結子会社である株式

会社クリエイト・ダイニングを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しており
ます。

（３）親会社に関する事項
IFRS第10号の規定に基づいて判定した結果、株式会社G＆Company（東京都港区）を当社及び子会社の

最終的な親会社としております。
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２．会計方針に関する事項
（１）企業結合

企業結合は取得法を用いて会計処理しております。取得対価は、被取得企業の支配と交換に譲渡した資
産、引き受けた負債及び当社が発行する持分金融商品の取得日の公正価値の合計として測定されます。のれ
んは、移転された対価、取得企業が従来保有していた被取得企業の資本持分の支配獲得日公正価値及び被取
得企業の非支配持分の金額の総計が、支配獲得日における被取得企業の識別可能な資産及び負債の公正価値
を超過する額として計上しております。反対に下回る場合には、直ちに連結損益計算書において純損益とし
て計上しております。
非支配持分を公正価値で測定するか、または識別可能な純資産の認識金額の比例持分で測定するかについ

ては、企業結合ごとに選択しております。
なお、支配獲得後の非支配持分の追加取得については、資本取引として会計処理しているため、当該取引

からのれんは認識しておりません。
被取得企業における識別可能な資産及び負債は、以下を除いて取得日の公正価値で測定しております。
・繰延税金資産・負債及び従業員給付契約に関連する資産・負債
・被取得企業の株式に基づく報酬契約
・IFRS第５号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って売却目的に分類される資産また
は処分グループ

仲介手数料、弁護士費用、デュー・デリジェンス費用等の、企業結合に関連して発生する取引費用は、発
生時に費用処理しております。
企業結合の当初の会計処理が、企業結合が発生した連結会計年度末までに完了していない場合は、完了し

ていない項目を暫定的な金額で報告しております。取得日当初に把握していたとしたら認識する金額の測定
に影響を与えていたと判断される、取得日時点に存在していた事実と状況に関する情報を測定期間中に入手
した場合、その情報を反映して、取得日に認識した暫定的な金額を遡及的に修正しております。新たに得た
情報が、資産と負債の新たな認識をもたらす場合には、追加の資産と負債を認識しております。測定期間は
最長で１年間であります。
段階的に達成される企業結合の場合、当社グループが以前保有していた被取得企業の持分は支配獲得日の

公正価値で再測定し、発生した利得または損失は純損益として認識しております。

（２）外貨換算
① 外貨建取引

外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算しております。
外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算しております。
公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の測定日における為替レートで機

能通貨に換算しております。
換算または決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。
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② 在外営業活動体
在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益及び費用については平均為替レー

トを用いて日本円に換算しております。在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる換算差額は、その他
の包括利益として認識しております。在外営業活動体の換算差額は、在外営業活動体が処分された期間に
純損益として認識されます。

（３）金融商品
① 金融資産（デリバティブを除く）
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、金融資産を償却原価で測定する金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する負債性金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産及び純損益を通
じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。
当社グループは、金融資産に関する契約の当事者となった取引日に当該金融資産を認識しておりま

す。
全ての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される場合を除き、公正価値に

取引費用を加算した金額で測定しております。
金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しておりま

す。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づ
いて、資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フロー
が特定の日に生じる。

また、以下の要件をともに満たす場合には、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金
融資産に分類しております。
・当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業
モデルの中で保有されている。

・契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払いのみであるキャッシュ・フローが特定の
日に生じる。

償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に分類しております。
公正価値で測定する資本性金融資産については、純損益を通じて公正価値で測定しなければならない

売買目的で保有される資本性金融資産を除き、個々の資本性金融資産ごとに、純損益を通じて公正価値
で測定するか、その他の包括利益を通じて公正価値で測定するかを指定し、当該指定を継続的に適用し
ております。
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（ⅱ）事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。

（a）償却原価で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産については、実効金利法による償却原価で測定しております。実効金

利法による償却及び認識を中止した場合の利得または損失は、純損益に認識しております。
（b）純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しておりま
す。

（c）その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の公正価値の変動額は、その他の包

括利益として認識しております。認識を中止した場合には、その他の包括利益の累計額を利益剰余金
に振り替えております。

（d）その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産の公正価値の変動額は、減損利得ま

たは減損損失及び為替差損益を除き、当該金融資産の認識の中止が行われるまで、その他の包括利益
として認識しております。

（ⅲ）金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する、または当社

グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんど全てを移転する場合において、金融資産の認
識を中止しております。当社グループが、移転した当該金融資産に対する支配を継続している場合に
は、継続的関与を有している範囲において、資産と関連する負債を認識しております。

（ⅳ）金融資産の減損
償却原価で測定する金融資産については、各報告期間の末日において、当初認識以降、信用リスクが

著しく増加しているかを評価し、将来発生すると見込まれる信用損失を控除して表示しております。こ
の評価には、期日経過情報のほか、合理的に利用可能かつ裏付け可能な情報を考慮しております。
当初認識以降信用リスクが著しく増加していると評価された償却原価で測定される金融資産について

は、個々に全期間の予想信用損失を見積っております。そうでないものについては、報告期間の末日後
12ヶ月の予想信用損失を見積っております。
但し、営業債権については、信用リスクの増加の有無に関わらず過去の信用損失に基づいて、当初か

ら全期間の予想信用損失を認識しております。
償却原価で測定される金融資産の予想信用損失は、以下のものを反映する方法で見積っております。
・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額
・貨幣の時間価値
・過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労
力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報
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② 金融負債（デリバティブを除く）
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、金融負債について、償却原価で測定する金融負債、純損益を通じて公正価値で測定
する金融負債に分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。
償却原価で測定する金融負債については、公正価値からその取得に直接起因する取引費用を控除した

金額で当初測定しております。
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債の取引費用は、純損益に認識しております。

（ⅱ）事後測定
償却原価で測定する金融負債については、当初認識後実効金利法による償却原価で測定しておりま

す。実効金利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失については、当期の純損益として
認識しております。
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、公正価値で測定し、公正価値の変動額を純損益に認

識しております。
（ⅲ）金融負債の認識の中止

当社グループは、金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、また
は失効となった時に、金融負債の認識を中止しております。

③ 金融資産及び金融負債の表示
金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的権利を有し、かつ純額で決済するかまた

は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、連結財政状態計算書上で相殺し、純額
で表示しております。

④ 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に一定の金額に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投
資から構成されております。

⑤ デリバティブ
デリバティブは、デリバティブ契約が締結された日の公正価値で当初認識され、当初認識後は各連結会

計年度末日の公正価値で再測定されます。
当社グループは、認識されている金融資産と金融負債及び将来の取引に関するキャッシュ・フローを確

定するため、先物為替予約を利用しております。また、変動金利借入金の金利変動のリスクを低減するた
め、金利スワップを締結しております。
なお、上記デリバティブについて、ヘッジ会計を適用しておりません。

（４）棚卸資産
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。正味実現可能価額

は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控除した額であ
ります。取得原価は、主として、先入先出法に基づいて算定しており、購入原価、加工費及び現在の場所及
び状態に至るまでに要した全ての費用を含んでおります。
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（５）有形固定資産
① 認識及び測定

有形固定資産の認識後の測定については原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損
失累計額を控除した価額で表示しております。
取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び土地の原状回復費用、及び資産計上す

べき借入コストが含まれております。
有形固定資産で、それぞれ異なる複数の重要な構成要素を識別できる場合は、別個の有形固定資産項目

として計上しております。
取得後に追加的に発生した支出については、その支出により将来の経済的便益が当社グループに流入す

る可能性が高く、金額を信頼性をもって測定することができる場合にのみ、当該取得資産の帳簿価額に算
入するか個別の資産として認識するかのいずれかにより会計処理しております。他の全ての修繕及び維持
に係る費用は、発生時に純損益として認識しております。

② 減価償却
土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上し

ております。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。
・建物 15〜50年
・建物附属設備 ３〜17年
・構築物 10〜50年
・機械及び装置 ３〜17年
・工具、器具及び備品 ２〜10年
なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、

会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
③ 認識の中止

有形固定資産は、処分時、もしくは継続的な使用または処分から将来の経済的便益が期待されなくなっ
た時に認識を中止しております。有形固定資産の認識の中止から生じる利得または損失は、当該資産の認
識の中止時に純損益に含めております。

（６）のれん及び無形資産
① のれん

当社グループは、のれんを、移転された対価、取得企業が従来保有していた被取得企業の資本持分の支
配獲得日公正価値及び被取得企業の非支配持分の金額の総計が、支配獲得日における被取得企業の識別可
能な資産及び負債の公正価値を超過する額として計上しております。
のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示しておりま

す。
のれんの償却は行わず、毎期または減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施してお

ります。のれんの減損テスト及び減損損失の測定については注記「２．会計方針に関する事項 （8） 非
金融資産の減損」に記載しております。
のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは行っておりません。
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② 無形資産
無形資産の認識後の測定については原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額

を控除した価額で表示しております。
個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。
企業結合で取得した無形資産は、取得日時点の公正価値で測定しております。
のれん及び耐用年数を確定できない無形資産以外の無形資産の償却費は、当初認識後、償却可能額（取

得原価から残存価額を控除した金額）を、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上しておりま
す。主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。
・ソフトウェア ５年
・商標権 10〜20年
なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計

上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
③ 認識の中止

無形資産は、処分時、もしくは継続的な使用または処分から将来の経済的便益が期待されなくなった時
に認識を中止しております。無形資産の認識の中止から生じる利得または損失は、当該資産の認識の中止
時に純損益に含めております。

（７）リース
当社グループは、契約締結時に、契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価

と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるかまたはリースを含んでいると判断しております。
リース期間が12ヵ月以内に終了する短期リース及び原資産が少額である少額資産のリースについて、使

用権資産及びリース負債を認識しないことを選択しております。
契約がリースであるかまたはリースを含んでいる場合、短期リースまたは少額資産のリースを除き、開

始日において使用権資産及びリース負債を連結財政状態計算書に計上しております。短期リース及び少額
資産のリースに係るリース料は、リース期間にわたり定額法または他の規則的な基礎のいずれかにより費
用として認識しております。
使用権資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を

控除した価額で表示しております。
取得原価には、リース負債の当初測定額に当初直接コスト、前払リース料等を調整し、リース契約に基

づき要求される原状回復義務等のコストを含めております。使用権資産は、リース期間にわたり規則的に
減価償却を行っております。リース負債は、支払われていないリース料の割引現在価値で測定しておりま
す。リース料は、実効金利法に基づき金融費用とリース負債の返済額とに配分しております。金融費用は
連結損益計算書で認識しております。
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（８）非金融資産の減損
① 減損の判定

棚卸資産、繰延税金資産及び売却目的で保有する非流動資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価
額は、期末日ごとに減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回
収可能価額を見積っております。のれんについては、減損の兆候の有無にかかわらず回収可能価額を各連
結会計年度末に見積っております。
資産または資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうちいずれか大

きい方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的
価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割引いております。減損テ
ストにおいて個別にテストされない資産は、継続的な使用により他の資産または資産グループのキャッシ
ュ・インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資金生成単位に統合してお
ります。企業結合により取得したのれんは、結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位グルー
プに配分しております。のれんが配分される資金生成単位については、のれんを内部管理目的で監視して
いる最小単位である会社単位としております。
当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成しません。全社資産に減損の兆候

がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を見積っております。
減損損失は、資産または資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に超過差額を純損

益として認識しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配分されたの
れんの帳簿価額を減損するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額
しております。

② 減損の戻入れ
のれんに関連する減損損失は戻入れておりません。その他の資産については、過去に認識した減損損失

は、毎期末日において減損損失の減少または消滅を示す兆候の有無を評価しております。回収可能価額の
決定に使用した見積りが変化した場合は、減損損失を戻入れております。減損損失は、減損損失を認識し
なかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を上限として戻入れて
おります。

（９）収益
収益は、顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しております。
当社グループでは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除く顧客との契約について、

以下のステップを適用することにより、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に(または充足するにつれて)収益を認識する。
当社グループは、フードコート、居酒屋、ディナータイプ等の業態による飲食サービスの提供を主な事業

として営んでおり、顧客からの注文に基づき料理を提供した時点で顧客に支配が移転し履行義務が充足され
ると判断しており、当該サービス提供時点で収益を認識しております。
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（10）従業員給付
① 退職後給付

当社グループの一部の連結子会社は、従業員の退職給付制度として確定給付制度を運営しております。
一部の連結子会社は、確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、

予測単位積増方式を用いて算定しております。
割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期

末日時点の優良社債の市場利回りに基づき算定しております。
確定給付制度に係る負債または資産は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除し

て算定しております。
勤務費用及び確定給付負債（資産）の純額に係る利息純額は、純損益として認識しております。
確定給付制度の再測定額は、発生した期においてその他の包括利益として一括認識し、直ちにその他の

資本の構成要素から利益剰余金に振り替えております。
② 短期従業員給付

短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として計上
しております。
賞与及び有給休暇費用については、それらを支払う法的もしくは推定的な債務を負っており、信頼性の

ある見積りが可能な場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる額を負債として認識してお
ります。

（11）株式に基づく報酬
① 株式交付信託型ESOP

当社グループは、従業員に対して持分決済型の株式交付信託型ESOP制度を導入し、株式交付規程に基
づきポイントを付与しております。ポイントの公正価値は付与日時点で測定しております。当該制度に関
する従業員報酬費用は権利確定期間にわたって認識しております。
本制度が所有する当社株式については連結財政状態計算書及び連結持分変動計算書において自己株式と

して処理しております。また、本制度の資産及び負債並びに費用及び収益については連結財政状態計算
書、連結損益計算書及び連結持分変動計算書に含めて計上しております。

② 譲渡制限付株式報酬
当社は、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）、執行役員及び従業員並びに

当社子会社の代表取締役社長に対する持分決済型の株式に基づく報酬として、譲渡制限付株式報酬制度を
採用しております。受領したサービスの対価は、付与日における当社株式の公正価値で測定しており、付
与日から権利確定期間にわたり連結損益計算書において費用として認識し、同額を連結財政状態計算書に
おいて資本の増加として認識しております。

（12）引当金
引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的または推定的債務を有しており、当該

債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積
りができる場合に認識しております。貨幣の時間的価値が重要な場合には、見積将来キャッシュ・フローを
貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割引いておりま
す。時の経過に伴う割引額の割戻しは支払利息として認識しております。
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３．会計方針の変更に関する注記
当社グループの連結計算書類において適用する重要性がある会計方針は、以下の新たに適用する基準を除

き、前連結会計年度の連結計算書類において適用した会計方針と同一であります。
当社グループは、当連結会計年度より、以下の基準を適用しております。

基 準 書 基 準 名 新 設 ・ 改 訂 の 概 要

IAS第１号 財務諸表の表示 ・負債の流動または非流動への分類に関する要求事項を明確化
・特約条項付の長期債務に関する情報の開示を要求する改定

IFRS第16号 リース ・セールアンドリースバック取引の取引後の会計処理を明確化

上記基準書の適用による連結計算書類への重要な影響はありません。

４．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計

年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

非金融資産の減損
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 59,199百万円
のれん 26,544百万円
無形資産 7,752百万円
減損損失 1,763百万円
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② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、有形固定資産について、資金生成単位を主に各店舗としております。減損の兆候があ

る店舗について、減損テストを実施し、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、減損損失を計上しており
ます。
のれん及び無形資産について、毎期または減損の兆候がある場合、減損テストを実施し、回収可能価額

が帳簿価額を下回る場合、減損損失を計上しております。
なお、これらの回収可能価額は使用価値または処分コスト控除後の公正価値のどちらか高い方により測

定しております。
これらの減損テストで使用する将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会において承認された翌連

結会計年度の事業計画を基礎にして算定しております。
事業計画は複数の仮定に基づいて策定されております。売上収益については、直近の実績を基礎として、

緩やかな成長傾向が翌連結会計年度も継続することを仮定しております。また、売上原価、販売費及び一
般管理費について、直近では、原材料価格が高騰しているほか、人件費や光熱費が上昇しており、これら
の状況が翌連結会計年度以降も継続することを仮定しております。
当社グループは、これらの減損における主要な仮定を、経営者の最善の見積りと判断により決定してお

ります。主要な仮定は、外部環境の変化等の影響を受ける可能性があり、見積りの変更が必要となった場
合には、これらの減損損失を新たにもしくは追加計上する可能性があります。

５．追加情報
2025年３月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」（2025年法律第13号）が公布され、2026年

４月１日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、2027年３月１日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について

は、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が34.6％から35.4％に変更されます。
なお、この変更により、当連結会計年度末における一時差異等を基礎として再計算した場合の影響は軽微

であります。

６．連結財政状態計算書に関する注記
（１）資産から直接控除した貸倒引当金

その他の金融資産（非流動） ３百万円

（２）資産に係る減価償却累計額
有形固定資産 74,302百万円
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
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７．連結損益計算書に関する注記
減損損失
有形固定資産は、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させる最小単位として、主として店舗ごと

に資産のグルーピングを行っております。営業キャッシュ・フローがマイナス、または、資産の市場価値が
帳簿価額より著しく下落している等、減損の兆候が認められる店舗について減損テストを行い、回収可能価
額が帳簿価額を下回った場合は、当該店舗の資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
企業結合で生じたのれん及び耐用年数を確定できない無形資産は、内部管理目的で監視しているレベルの

資金生成単位グループに配分を行っており、毎期または減損の兆候がある場合には随時、減損テストを実施
しております。減損テストの回収可能価額は、使用価値または処分コスト控除後の公正価値に基づき算定し
ております。
以下の資産種類について減損損失を計上しており、連結損益計算書の「その他の営業費用」に計上してお

ります。
種 類 金 額

( 百 万 円 )
建物及び構築物 1,191

工具、器具及び備品 269

土地 36

商標権 258

その他 8

合計 1,763

８．連結持分変動計算書に関する注記
（１）発行済株式の種類及び総数に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 212,814,284株 −株 −株 212,814,284株

（２）自己株式の種類及び株式数に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 2,481,551株 2,049株 96,500株 2,387,100株

(注)１．当連結会計年度末の自己株式には、「従業員向け株式交付信託型ESOP」が保有する当社株式1,791,800株が含まれておりま
す。

２．普通株式の増加2,049株は、譲渡制限付株式の無償取得による増加2,000株、単元未満株式の取得による増加49株によるもの
であります。

３．普通株式の減少96,500株は「従業員向け株式交付信託型ESOP」制度に基づく従業員への給付及び譲渡制限付株式報酬として
の自己株式の処分によるものであります。
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（３）配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
（百 万 円）

１ 株 当 た り
配 当 額 （円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年４月19日
取締役会 普通株式 742 ３.50 2024年２月29日 2024年５月15日

2024年10月11日
取締役会 普通株式 848 ４.00 2024年８月31日 2024年11月13日

(注)１．2024年４月19日取締役会決議の配当金の総額には、株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金６百万円
を含んでおります。

２．2024年10月11日取締役会決議の配当金の総額には、株式給付信託に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金７百万円
を含んでおります。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
（百万円） 配 当 の 原 資 １ 株 当 た り

配当額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年４月18日
取締役会 普通株式 848 利益剰余金 ４.00 2025年２月28日 2025年５月14日

(注) 2025年４月18日取締役会決議の配当金の総額には株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金７百万円を含
んでおります。
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９．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項

① 資本管理
当社グループは、持続的な成長のため、負債と資本の最適化を通じて企業価値を最大化することを目指

して資本管理をしております。当社が資本管理において用いる主な指標は、ネットＤ／Ｅレシオ、ネット
有利子負債キャッシュ・フロー倍率であります。なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はあ
りません。

② 財務上のリスク管理
当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（信用リスク・流動性リスク・為替リ

スク・金利リスク）に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、一定の方針に基づきリスク
管理を行っております。
また、当社グループは、為替変動リスクまたは金利変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利

用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
③ 信用リスク管理

信用リスクは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グループに
財務上の損失を発生させるリスクであります。
当社グループは、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。当社グ

ループの営業債権は、主としてクレジットカード会社及び商業施設に対するものであり、発生日の翌月に
回収されます。
差入保証金については、主に店舗賃借取引に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております

が、取引開始時に信用判定を行うとともに、契約更新時その他適宜契約先の信用状況の把握に努めており
ます。
また、デリバティブ取引については、信用度の高い金融機関とのみ取引を行っており、内部規程に基づ

き、財務担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。当該デリバティブ取引には、ヘッジ会計を
適用せずに、公正価値の変動は全て純損益に認識しております。

④ 流動性リスク管理
流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日に

その支払を実行できなくなるリスクであります。
当社グループは主に借入金により資金調達しておりますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理

しております。
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⑤ 為替リスク管理
当社グループは、飲食事業を中心に事業展開しており、外国為替相場の変動による原材料の価格高騰及

び調達難に直面する可能性があります。
当社グループの原材料仕入は、主として日本国内の食品メーカー、商社等を通じて行っているため円建

取引となっておりますが、為替相場の現状及び今後の見通しについては常時モニタリングを行っておりま
す。
なお、当社グループの在外営業活動体の財務諸表換算に伴い、その他の包括利益が変動しますが、その

影響は当社グループにとって重要なものではないと考えております。
⑥ 金利リスク管理

当社グループは、事業活動の中で様々な金利変動リスクに晒されており、特に、金利の変動は借入コス
トに大きく影響いたします。これは、当社グループの借入金が主に変動金利による借入金であるためであ
ります。
こうした市場金利の変動による借入金利息の変動リスクを減殺するため当社は当連結会計年度末残高

4,707百万円の借入金と同額の金利スワップ契約を締結し、当該借入金について実質固定金利化を図って
おります。これらのデリバティブ取引の執行及び管理については、内部規程に基づき、財務担当部門が決
裁担当者の承認を得て行っております。なお、当該デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用せずに、公正
価値の変動は全て純損益に認識しております。

（２）金融商品の公正価値に関する事項
当連結会計年度末における主な金融商品の帳簿価額及び公正価値は以下のとおりであります。

連結財政状態計算書
計上額（百万円）

公正価値
（百万円）

差額
（百万円）

（1） 現金及び現金同等物 21,474 21,474 ー

（2） 営業債権及びその他の債権 5,903 5,903 ー

（3） その他の金融資産（差入保証金） 8,126 8,287 160

（4） その他の金融資産（デリバティブ） 51 51 ー

資産計 35,555 35,715 160

（5） 営業債務及びその他の債務 5,194 5,194 ー

（6） 社債及び借入金 26,216 26,182 △34

負債計 31,411 31,377 △34

（注）公正価値の測定方法
金融商品の公正価値の算定方法は以下のとおりであります。

（現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務）
短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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（デリバティブ）
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債として、取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定して

おります。
（差入保証金）
想定した賃借契約期間に基づき、相手先の信用リスクを加味した上で、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な
指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（社債及び借入金）
短期借入金は、短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。
長期借入金及び社債のうち固定金利によるものは、将来キャッシュ・フローを新規に同様の契約を実行した場合に想定される

利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（３）金融商品の公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項
公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じた公

正価値測定額を、レベル１からレベル３まで分類しております。
レベル１：活発な市場における同一の資産または負債の市場価格(無調整)
レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接または間接的に使用して算出された公正価値
レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
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① 償却原価で測定される金融商品
償却原価で測定される金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。なお、当該金融商品

の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値である場合、それらの項目に関する情報はこの表には含まれてお
りません。

(単位：百万円)

帳簿価額
公正価値

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

＜金融資産＞

その他の金融資産

差入保証金（注）２ 8,126 − 8,287 − 8,287

＜金融負債＞

社債及び借入金 26,216 − 26,182 − 26,182

（注）１．当連結会計年度においてレベル１、レベル２及びレベル３の間における振替はありません。
２．帳簿価額は、貸倒引当金控除後の金額で表示しております。

② 公正価値で測定される金融商品
公正価値で測定される金融商品の帳簿価額及び公正価値は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

帳簿価額
公正価値

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

＜金融資産＞

経常的に公正価値測定される金融
資産

デリバティブ資産 51 − 51 − 51

（注）当連結会計年度においてレベル１、レベル２及びレベル３の間における振替はありません。
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10．収益認識に関する注記
（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、飲食事業から計上される収益を売上収益として表示しており、顧客との契約から生じ
る収益を以下のとおり分解しております。

(単位：百万円)

当連結会計年度

飲食事業 153,464

その他 2,890

合計 156,354

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは飲食業を幅広く営んでおり、飲食店舗において、顧客からの注文に基づき料理を提供し

た時点で顧客が支配を獲得し履行義務が充足されると判断しており、当該サービス提供時点で収益を認識
しております。
また、収益は、顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しておりま

す。
なお、収益として計上された金額は、利用者により選択された決済手段に従って、履行義務の充足時点

にて支払いを受ける、または商業施設やクレジット会社等が別途定める支払条件により短期のうちに支
払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
変動対価を含む取引や代理人取引はありません。
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（３）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高

(単位：百万円)

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 5,261 5,495

契約負債 117 108

顧客との契約から生じた債権は、連結財政状態計算書において「営業債権及びその他の債権」に含まれ
ております。なお、顧客との契約から生じた債権に対する減損損失はありません。
当社グループの一部の連結子会社において、飲食の支払いに充当できるポイントを付与するサービス等

を実施しており、主に顧客に付与したポイントについて、サービスを提供する履行義務を充足するまで、
契約負債として認識し、連結財政状態計算書上でその他の流動負債に含めて表示しております。当連結会
計年度期首時点の契約負債117百万円は、当該ポイントの行使期間等が概ね１年以内であるため、当連結
会計年度の売上収益として認識しております。
なお、当社グループにおいて契約資産はありません。
また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の契約期間が１年を超える重要な取引はありません。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
なお、当社グループはIFRS第15号第121項の実務上の便法を適用し、当初の予想残存期間が１年以内の

残存履行義務に関する情報を開示しておりません。

③ 契約コスト
当社グループは、契約獲得または契約履行のためのコストから認識した資産はありません。

11．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり親会社所有者帰属持分 190円89銭
（２）基本的１株当たり当期利益 26円57銭
（注）「基本的１株当たり当期利益」の算定上、自己株式として計上されている「従業員向け株式交付信託型

ESOP」が所有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。（当
連結会計年度1,837,213株）
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12．企業結合に関する注記
（事業の譲受）
１．企業結合の概要
（１）相手先企業の名称及びその事業の内容

相手先企業の名称 Wildflower Bread Company LLC
取得した事業の内容 ベーカリーレストラン事業

（２）取得日
2024年９月３日

（３）事業譲受の主な理由
「ワイルドフラワー」は、米国アリゾナ州において州都フェニックスを中心に16店舗を展開し、

30年近くにわたり地域で愛され続けているベーカリーレストランです。朝食からディナータイムま
でそれぞれの時間帯に応じてサンドイッチやサラダ、スープ、パスタ、パン、ケーキなどの幅広いメ
ニューを提供し、お客様が日常使いされるレストランとして支持されております。
当社は、中期経営計画において「アフターコロナを見据えたポートフォリオの見直し」を第一の柱

と定め、「日常」、「定番」、「地域密着」をキーワードに新たなポートフォリオの獲得を目指しており
ますが、「ワイルドフラワー」の当社グループへの参加は、正にこの戦略に沿うものであります。
現在、海外においては、米国及びシンガポールを中心に52店舗を展開しておりますが、特に、北

米におけるM&Aを通じた事業基盤拡大は当社の成長戦略の重要な柱のひとつと考えております。
2019年にカリフォルニア州を中心にイタリアンレストラン「イルフォルナイオ」を18店舗展開する
Il Fornaio (America) LLCがグループ入りしておりますが、本件はそれに続いて北米での事業展開
を加速するものであります。

（４）事業譲受の法的形式
現金を対価とする事業譲受
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２．取得日現在における支払対価、取得資産及び引受負債の公正価値
(単位：百万円)

金額

支払対価の公正価値(現金) 4,234

合計 4,234

取得資産及び引受負債の公正価値

流動資産 191

非流動資産 3,844

資産合計 4,035

流動負債 762

非流動負債 1,125

負債合計 1,888

取得資産及び引受負債の公正価値(純額) 2,147

のれん 2,087

支払対価の公正価値については事業譲渡契約に基づき価格調整を行った金額となります。
当該企業結合に係る取得関連費用は66百万円であり、全て連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に

計上しております。
のれんの主な内容は、今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
なお、認識したのれんは、税務上損金算入可能と見込んでおります。

３．債権の公正価値
取得した営業債権の公正価値は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)
金額

契約上の債権総額 70

営業債権の公正価値 70
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４．取得に伴うキャッシュ・フロー
(単位：百万円)

金額

取得により支出した現金及び現金同等物 4,234

取得時に受け入れた現金及び現金同等物 △3

事業譲受による支出 4,231

５．業績に与える影響
当社グループの連結損益計算書には、取得日以降に生じた売上収益3,728百万円及び当期利益249百万円が

含まれております。

（取得による企業結合）
１．企業結合の概要
（１）被取得企業の名称及びその事業の内容

名称 株式会社一幻フードカンパニー（以下、「一幻」という。）
事業の内容 飲食店舗の運営等

（２）取得日
2024年10月１日

（３）取得した議決権付資本持分の割合
100％

（４）企業結合の主な理由
一幻は、甘エビの旨味と風味を凝縮した独自性の高いスープを特徴とし、唯一無二の存在としてお

客様から高い評価を得ている北海道札幌を代表するラーメンブランドのひとつです。2008年に開店
した札幌総本店のほか、新千歳空港、東京都内、台湾、香港の国内外において合計11店舗を展開す
ると同時に、お土産用のラーメンやカップラーメンの販売等も手掛けております。
当社は、両社が互いに培ってきた経験やノウハウの共有に加えて、当社グループが有する物件開発

情報や運営管理手法等を共有することにより、一幻の持つブランド力の更なる発展が可能だと考えて
おります。
また本件により、日常食である麺業態の更なる深化、ネクストコアブランドの育成によるブランド

ポートフォリオの強化、さらにはグループ内フランチャイズ等によるシナジーの創出により、当社グ
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ループの企業価値向上につながるものと判断し、同社の株式を取得することといたしました。

（５）被取得企業の支配を獲得した方法
現金を対価とする株式取得

２．取得日現在における支払対価、取得資産及び引受負債の公正価値
(単位：百万円)

金額

支払対価の公正価値(現金) 1,485

合計 1,485

取得資産及び引受負債の公正価値

流動資産 321

非流動資産 860

資産合計 1,181

流動負債 137

非流動負債 286

負債合計 423

取得資産及び引受負債の公正価値(純額) 758

のれん 727

支払対価の公正価値については株式譲渡契約に基づき価格調整を行った金額であり、一部未払を含んでお
ります。
当該企業結合に係る取得関連費用は14百万円であり、全て連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に

計上しております。
のれんの主な内容は、今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
なお、のれんについて、税務上損金算入を見込んでいる金額はありません。
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３．債権の公正価値
取得した営業債権の公正価値は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

金額

契約上の債権総額 24

営業債権の公正価値 24

４．取得に伴うキャッシュ・フロー
(単位：百万円)

金額

取得により支出した現金及び現金同等物 1,285

取得時に被取得企業が保有していた現金及び現金同等物 △282

子会社株式の取得による支出 1,003

５．業績に与える影響
当社グループの連結損益計算書には、取得日以降に生じた売上収益401百万円及び当期利益59百万円が含

まれております。

13．その他の注記
記載金額は、百万円未満を切捨てして表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2025年２月28日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
【流動資産】
現金及び預金
関係会社売掛金
前払費用
関係会社短期貸付金
未収入金
関係会社未収入金
その他

【固定資産】
（有形固定資産)
建物
構築物
機械及び装置
工具器具備品
土地
建設仮勘定
（無形固定資産）
ソフトウェア
その他
（投資その他の資産)
関係会社株式
関係会社長期貸付金
長期前払費用
繰延税金資産
差入保証金

13,443
9,702
137
188
625

1,591
1,115

83

55,443
5,086
3,371

9
1

512
1,143

48
207
153
54

50,149
37,669
8,902

96
1,013
2,467

【流動負債】 19,787
1年内償還予定の社債 200
1年内返済予定長期借入金 12,370
未払金 352
関係会社未払金 3,044
未払費用 97
未払法人税等 245
未払消費税等 82
関係会社預り金 1,857
株主優待引当金 725
店舗閉鎖損失引当金 9
資産除去債務 666
その他 134

【固定負債】 14,036
長期借入金 12,735
株式給付引当金 69
関係会社事業損失引当金 225
資産除去債務 980
その他 25

負 債 合 計 33,824
純 資 産 の 部

【株主資本】 35,062
（資本金） 50
（資本剰余金) 21,786

資本準備金 12
その他資本剰余金 21,773

（利益剰余金） 14,348
その他利益剰余金 14,348
繰越利益剰余金 14,348

（自己株式） △1,122
純 資 産 合 計 35,062

資 産 合 計 68,886 負 債 純 資 産 合 計 68,886
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(20242025
年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 6,400
売 上 原 価 716

売 上 総 利 益 5,683
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,926

営 業 利 益 1,757
営 業 外 収 益

受 取 利 息 178
受 取 配 当 金 1,423
協 賛 金 収 入 5
そ の 他 24 1,631

営 業 外 費 用
支 払 利 息 246
そ の 他 19 266
経 常 利 益 3,123

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 0
関 係 会 社 株 式 売 却 益 804
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 戻 入 額 1 806

特 別 損 失
減 損 損 失 297
関 係 会 社 株 式 売 却 損 934
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 33
そ の 他 22 1,288
税 引 前 当 期 純 利 益 2,642

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 245
法 人 税 等 調 整 額 △3 241

当 期 純 利 益 2,400
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2024
2025

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

純 資 産
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計
繰越利益剰余金

2024年３月１日 残高 50 12 21,767 21,779 13,539 13,539 △1,178 34,190 34,190

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 − − − − △1,591 △1,591 − △1,591 △1,591

当 期 純 利 益 − − − − 2,400 2,400 − 2,400 2,400

自 己 株 式 の 取 得 − − − − − − △0 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 − − 6 6 − − 55 62 62

事業年度中の変動額合計 − − 6 6 809 809 55 871 871

2025年２月28日 残高 50 12 21,773 21,786 14,348 14,348 △1,122 35,062 35,062

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
子会社株式 移動平均法による原価法

② 棚卸資産
原材料 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切り下げの方法）
③ デリバティブ 時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定率法を採用しております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以後に
取得した建物附属設備及び構築物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15〜50年
建物附属設備 ３〜17年
構築物 10〜50年
工具器具備品 ２〜10年

② 無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ 投資その他の資産
長期前払費用 定額法を採用しております。

主な耐用年数は５年であります。
ただし、契約期間の定めがあるものについては、その契約期間に基づ
く定額法によっております。
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（３）引当金の計上基準
① 株主優待引当金 株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、株主優待券の利用実

績に基づいて、翌事業年度以降に発生すると見込まれる額を計上して
おります。

② 店舗閉鎖損失引当金 店舗閉鎖による損失に備えて、翌事業年度以降に閉鎖が見込まれる店
舗について、損失見積額を計上しております。

③ 株式給付引当金 株式交付規程に基づく当社従業員への当社株式給付に備えるため、当
事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しておりま
す。

④ 関係会社事業損失引当金 関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘
案し、損失見込額を計上しております。

（４）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 為替予約については繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当

処理の要件を満たす取引については、振当処理を採用しております。
また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例
処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約
ヘッジ対象…変動金利の借入金、外貨建予定取引

③ ヘッジ方針 将来の為替変動及び金利変動によるリスク回避を目的として利用して
おり、リスクヘッジ目的以外の取引は行わない方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法 為替予約については、予約取引と同一通貨、同一金額、同一期日の為
替予約を締結しているため、その後の為替相場の変動による相関関係
は確保されており、決算日における有効性の評価を省略しておりま
す。
また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、決算
日における有効性の評価を省略しております。

2025年04月21日 18時29分 $FOLDER; 67ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



67

（５）収益及び費用の計上基準
当社は、主に顧客である子会社に対して、商標使用許諾、経営管理及び業務受託並びに店舗資産管理、

食材販売等を行っております。
商標使用許諾取引は、契約期間における商標等の使用許諾が主な履行義務であり、使用許諾期間が経過

するにつれて顧客が便益を享受することから、一定の期間にわたって履行義務が充足される取引であると
判断し、契約期間にわたって収益を認識しております。
経営管理及び業務受託並びに店舗資産管理に係る取引は、契約内容に応じた経営指導や管理業務、店舗

資産管理等のサービスを提供することが主な履行義務であり、サービスを提供するにつれて顧客が便益を
享受することから、一定の期間にわたって履行義務が充足される取引であると判断し、サービス提供期間
にわたって収益を認識しております。
食材販売取引は、顧客から注文された食材等を手配することが主な履行義務であり、顧客に食材等が引

き渡された時点で履行義務が充足されることから、当該時点で、代理人取引として手数料の額を収益認識
しております。
なお、いずれの取引も、取引対価は、サービス提供後概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素を

含んでおりません。
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２．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計

算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

(１)固定資産の減損
①当事業年度の計算書類に計上した金額

有形固定資産 5,086百万円
減損損失 297百万円

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、有形固定資産について、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位を主に各店舗としておりま

す。減損の兆候があり、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、減損損失を計上しております。なお、店舗
固定資産の回収可能価額は主として使用価値により測定しております。
回収可能価額は、取締役会において承認された翌事業年度の事業計画を基礎にして算定しております。
事業計画は複数の仮定に基づいて策定されております。売上高については、直近の実績を基礎として、緩

やかな成長傾向が翌事業年度も継続することを仮定しております。また、売上原価、販売費及び一般管理費
について、直近では、原材料価格が高騰しているほか、人件費や光熱費が上昇しており、これらの状況が翌
事業年度以降も継続することを仮定しております。
当社は、これらの減損における主要な仮定を、経営者の最善の見積りと判断により決定しております。主

要な仮定は、外部環境の変化等の影響を受ける可能性があり、見積りの変更が必要となった場合には、店舗
固定資産の減損損失を新たにもしくは追加計上する可能性があります。

(２)関係会社株式の評価
①当事業年度の計算書類に計上した金額
関係会社株式 37,669百万円

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社における関係会社株式の評価に当たっては、当該株式の発行会社の財政状態悪化により実質価額が著

しく低下した場合に相当の減額を行い当事業年度の損失として処理しております。なお、超過収益力等を反
映して、１株当たり純資産額に比べて高い価額で関係会社株式を取得している場合には、超過収益力等を加
味した株式の実質価額と帳簿価額を比較し、減額処理するか否かを判定しております。
超過収益力を含む実質価額の評価に用いる将来キャッシュ・フローは、取締役会において承認された翌事

業年度の事業計画を基礎にして算定しております。
事業計画は複数の仮定に基づいて策定されております。売上高については、直近の実績を基礎として、緩

やかな成長傾向が翌事業年度も継続することを仮定しております。また、売上原価、販売費及び一般管理費
について、直近では、原材料価格が高騰しているほか、人件費や光熱費が上昇しており、これらの状況が翌
事業年度以降も継続することを仮定しております。
当社は、これらの関係会社株式の評価における主要な仮定を、経営者の最善の見積りと判断により決定し
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ております。主要な仮定は、外部環境の変化等の影響を受ける可能性があり、見積りの変更が必要となった
場合には、関係会社株式評価損を新たにもしくは追加計上する可能性があります。

３．貸借対照表に関する注記
（１）有形固定資産の減価償却累計額 12,306百万円
（２）保証債務

関係会社の支払に対する信用状の発行による保証
Create Restaurants NY Inc. 318百万円

４．損益計算書に関する注記
（１）関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 6,045百万円
販売費及び一般管理費 371百万円

営業取引以外の取引 3,366百万円
（２）関係会社株式売却益

当社連結子会社である株式会社クリエイト・ダイニング株式、株式会社ＫＲフードサービス株式の売
却に係るものです。

（３）関係会社株式売却損
当社連結子会社である株式会社ＹＵＮＡＲＩ株式、株式会社いっちょう株式の売却に係るものです。

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の総数
普通株式 2,387,100株
（注) 当事業年度末の自己株式には、実務対応報告第30号に従い「従業員向け株式交付信託型

ESOP」が保有する当社株式1,791,800株が含まれております。
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６．税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 25百万円
株主優待引当金 251百万円
長期前受収益 8百万円
資産除去債務 569百万円
減損損失 341百万円
関係会社株式評価損 653百万円
関係会社事業損失引当金 78百万円
減価償却費 9百万円
株式給付引当金 24百万円
株式給付信託 41百万円
その他 17百万円

繰延税金資産 小計 2,021百万円
評価性引当額 △731百万円

繰延税金資産 合計 1,290百万円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △109百万円
関係会社長期貸付金に係る為替差益 △166百万円

繰延税金負債（△）合計 △276百万円
繰延税金資産・負債（△）の純額 1,013百万円

（２）決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
2025年３月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」（2025年法律第13号）が公布され、2026

年４月１日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、2027年３月１日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、

繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が34.6％から35.4％に変更されます。
なお、この変更により、当事業年度末における一時差異等を基礎として再計算した場合の影響は軽微で

あります。
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７．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

属性 会社等の
名称

資本金又
は出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）

子会社

株 式 会 社
クリエイト・レストランツ ９百万円 飲食店

の経営
所有
直接 100.0

資金の貸借
役員の兼任
経 営 指 導
業 務 受 託

経営指導料等の受取
（注２） 1,552

関 係 会 社
売 掛 金 50

営業設備の
賃貸（注３） 1,076

店舗売上金等
の 収 納 32,368 関 係 会 社

未 払 金 2,452

店舗経費等
の 支 払 7,322 関 係 会 社

未 収 入 金 852

ＣＭＳ取引
（注４） ― 関 係 会 社

預 り 金 688

資金の貸付 3,900 関 係 会 社
長期貸付金 3,900

利息の受取
（注１） 32 ― ―

株 式 会 社
グルメブランズカンパニー 10百万円 飲食店

の経営
所有
直接 100.0

役員の兼任
経 営 指 導
業 務 受 託

店舗売上金等
の 収 納 764 関 係 会 社

未 払 金 59

株 式 会 社
クリエイト・ダイニング ９百万円 飲食店

の経営
所有
直接 100.0

役員の兼任
経 営 指 導
業 務 受 託

経営指導料等の受取
（注２） 926 関 係 会 社

売 掛 金 38

店舗売上金等
の 収 納 3,917 関 係 会 社

未 払 金 306

店舗経費等
の 支 払 1,371 関 係 会 社

未 収 入 金 172

ＣＭＳ取引
（注４） ― 関 係 会 社

預 り 金 486

関 係 会 社
株式の売却（注５） 1,000 ― ―

関 係 会 社
株式売却益 703 ― ―

株 式 会 社
ＫＲフードサービス ７百万円 飲食店

の経営
所有
直接 100.0

資金の貸付
役員の兼任
経 営 指 導

経営指導料等の受取
（注２） 894 関 係 会 社

売 掛 金 ―

資金の貸付 1,460 関 係 会 社
長期貸付金 1,460

利息の受取
（注１） 9 ― ―

関 係 会 社
株式の売却（注６） 1,200 ― ―

関 係 会 社
株式売却益 100 ― ―
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属性 会社等の
名称

資本金又
は出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）

子会社

株 式 会 社
いっちょう ９百万円 飲食店

の経営
所有
直接 100.0

資金の貸付
役員の兼任
経 営 指 導

経営指導料等の受取
（注２） 849 関 係 会 社

売 掛 金 26

資金の貸付 540 関 係 会 社
短期貸付金 540

利息の受取
（注１） 3 ― ―
関 係 会 社
株式の売却（注５） 782 ― ―
関 係 会 社
株式売却損 382 ― ―

株 式 会 社
サンジェルマン ９百万円 飲食物製造

販売
所有
直接 100.0 資金の貸付

経 営 指 導
資金の貸付 1,800 関 係 会 社

長期貸付金 1,800
利息の受取
（注１） 14 ― ―

株 式 会 社
YUNARI 3百万円 飲食店

の経営
所有
直接 100.0 経 営 指 導

関 係 会 社
株式の売却（注5） 702 ― ―
関 係 会 社
株式売却損 551 ― ―

Create
Restaurants NY Inc. １US$ 資産管理 所有

直接 100.0 資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付 1,742 関 係 会 社
長期貸付金 1,742

利息の受取
（注１） 117 流 動 資 産

そ の 他 38

増資の引受 3,349 ― ―

2025年04月21日 18時29分 $FOLDER; 73ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



73

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．貸付金及び借入金利息については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

２．経営指導料等については、双方協議の上、合理的に決定しております。
３．営業設備の賃貸料については、市場価格を参考に交渉の上、決定しております。
４．CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）取引については、基本契約に基づき残高が毎日変動

するため、取引の内容ごとに取引金額を集計することが実務上困難であることから、取引金額は記
載しておりません。

５．関係会社株式の売却価格は直近決算日を基準とする時価純資産方式に基づき決定しております。
６．関係会社株式の売却価格については、双方協議の上合理的に決定しております。
７．上記取引以外に子会社に対する関係会社事業損失引当金繰入額33百万円を計上しております。

なお、子会社に対する引当金の当事業年度末残高は、関係会社事業損失引当金225百万円でありま
す。

８．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に関

する注記（５）収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 166円63銭
（２）１株当たり当期純利益 11円41銭
（注）「１株当たり当期純利益」の算定上、実務対応報告第30号に従い、株主資本において自己株式として計

上されている「従業員向け株式交付信託型ESOP」が所有する当社株式を期中平均株式数の計算におい
て控除する自己株式に含めております。（当事業年度1,837,213株）

10．その他の注記
記載金額は、百万円未満を切捨てして表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年４月18日

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 村 剛
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 関 信 治

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスの2024年3月1日

から2025年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開

示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス及び連結子会社からなる企
業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人

の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計

算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求

められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目

の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価

し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に
基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を

行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる
開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成
及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な
水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年４月18日

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 村 剛
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 関 信 治

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスの2024年

3月1日から2025年2月28日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含

む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能
な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2024年３月１日から2025年２月28日までの第28期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしま

した。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づ

き整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を
受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の
上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、
子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行な
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報
告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年４月18日
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

監査等委員会
常勤監査等委員（取締役） 石 井 祐 輔 ㊞
監査等委員（社外取締役） 松 岡 一 臣 ㊞
監査等委員（社外取締役） 大 塚 美 幸 ㊞
監査等委員（社外取締役） 片 山 典 之 ㊞

（注）監査等委員松岡一臣、大塚美幸及び片山典之は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役でありま
す。

以 上
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株主総会会場ご案内図
東京都港区港南２丁目16番４号
品川グランドセントラルタワー３階
ザ・グランドホール

場会

交通のご案内
JR品川駅東口（港南口）より徒歩５分
港南口方向へ連絡通路を進み、港南口右手スカイウェイ経由で、
直接品川グランドセントラルタワーよりご入館願います。

当日ご出席の株主の皆様へのお土産は、予定しておりません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

至 横浜至 東京

品川インターシティ

東口（港南口）

アトレ品川

西口（高輪口）

JR・京浜急行
品川駅

JR線
新幹線

品川
イーストワン
タワー

太陽生命
品川ビル

ファミリーマート

Nbf品川
タワー

京浜急行線

第一京浜（国道15号）

駅前広場

ザ・グランドホール
入口はエスカレーターで３階へ
（スカイウェイは２階です）

スカイウェイ
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